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多
ຎ
支
部
が
แ
ׅ
࿈
ܞ
協
定
を
క
結

５
支
部
合
同
で
物
流
改
正
法
説
明
会

フ
ェ
ス
タ
ࢍ
同
・
協
ࢍ
の
お
願
い

東
ト
協
第
46
回
ド
ラ
ί
ン
表
জ
ࣜ

東
ト
協
、̜
マ
ー
ク
説
明
会
を
開
࠵

̐̐̐̑̓

東
ト
協
ঁ
性
部（
ݪ
ྰ
子

本
部
長
）は
５
月
15
日
、
東

ト
総
合
会
館
で
、
ঁ
性
活
༂

ଅ
進
に
関
す
る
東
京

࢈
業

労
働
局
と
の
意
見
交

会
を

行
っ
た
。
東
ト
協
ঁ
性
部
か

ら
ݪ
本
部
長
を
は
じ
め
、
内

田
ᚙ
子
・
౻
Ҫ
ઍ
ࢬ
子
・
౻

田
由
ඒ
子
・
٢
田

ѥ
ل
・


明
子

෭
本
部
長
が
出

席
。

か
ら
、
࢈

業
労
働
局
総
務
部

働
く
ঁ
性
応
ԉ
୲

当
部
長
の
٢
Ӝ


ඒ
ࢯ
、
同
部
企
ը

ௐ

՝
統
ׅ
՝
長

理
の
子

金
݈
二
ࢯ
が
出
席
し
た
。

意
見
交

会
で
は
、
ݪ
本

部
長
が
物
流
業
ք
に
お
い

て
、
ト
ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ
分
野
で

ঁ
性
活
༂
が
遅
れ
て
い
る
ݱ

状
を
説
明
。
子
ҭ
て
ੈ

に

は
、
保
ҭ
Ԃ
の
ૹ
ܴ
な
ど
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
ό
ー
の
時
間

の
制
約
で
従
事
が

し
い
ݱ

状
や
、
手
ՙ

の
問
題
、
ற

ं
ス
ϖ
ー
ス
不

に

を
発

す
る
ঁ
性
用
ト
イ
レ
問
題
な

ど
を
指
ఠ
し
た
。

ら
れ
る
た
め
、
事
業
ऀ
だ
け

で
な
く
、
行
政
や
社
会
の
α

ポ
ー
ト
が
必
要
な
状
گ
に
あ

る
。東
ト
協
で
は
、ঁ
性
ド
ラ

イ
ό
ー
の
໔
ڐ
取
ಘ
ॿ
成
を

実
施
す
る
な
ど
、
ঁ
性
の
活

༂
ਪ
進
に

け
た
取
り
組
み

を
進
め
て
い
る
が
、
す
ぐ
に

ঁ
性
が
活
༂
で
き
る
状
گ
に

な
い
と
説
明
し
た
。
こ
の
ほ

か
、
ঁ
性
の
気
࣭
を
生
か
し

ӡ
行

理
ऀ
と
し
て
の
活
༂

や
、
உ
性
の
ҭ
ٳ
取
ಘ
ਪ
進

な
ど
の
意
見
が
挙
が
っ
た
。


࢈
業
労
働
局
で
は
昨
年

９
月
か
ら
、
ঁ
性
の
活
༂
を

ଅ
進
す
る
た
め
の
ݕ
౼
部
会

に
お
い
て
、
ঁ
性
活
༂
、
と

り
わ
け
遅
れ
て
い
る
ܦ
ࡁ
・

雇
用
分
野
の
取
り
組
み
の
Ճ


に

け
、
あ
る
べ
き
࢟
や

՝
題
、
関
係
ऀ
の
࿈
ܞ
に
つ

い
て
ٞ

を
始
め
て
い
る
。

ݱ
在
、
条
例
制
定
を
ؚ
め

た
ঁ
性
活
༂
ਪ
進
の
基
本
的

考
え
方
や
実
効
性
の
確
保
な

ど
に
つ
い
て
ݕ
౼
が
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
示
さ
れ
る
方

性
に
つ
い

て
、
業
ք
ஂ
体
、
ܦ
営
ऀ
や

労
働
ऀ
、
ڭ
ҭ
ػ
関
な
ど
と

の
意
見
交

を
実
施
し
て
お

り
、
ঁ
性
ܦ
営
ऀ
組
৫
と
し

て
長
く
活
ಈ
し
て
い
る
東
ト

協
ঁ
性
部
と
の
意
見
交

の

場
が
持
た
れ
た
も
の
。

ݱ
状
で
は
ト
レ
ー
ラ
・
ダ

ン
ϓ・

な
ど
、ঁ
性
が
活

༂
で
き
る
業
態
も
あ
る
が
、

全
体
で
は
活
༂
の
場
が
限

「
՟
物
ࣗ
ಈ
ं
ӡ
ૹ
事
業

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
及
び「
՟
物
ࣗ
ಈ
ं
ӡ

ૹ
事
業
の
適
正
化
の
た
め
の

体
制
の

備
等
の
ਪ
進
に
関

す
る
法
律
案
」
が
、
５
月
27

日
の
ऺ
ٞ
Ӄ
本
会
ٞ
、６
月

４
日
の
ࢀ
ٞ
Ӄ
本
会
ٞ
で
ࢍ

成
多
数
に
よ
り
可
決
・
成
ཱ

し
た
。

「
՟
物
ࣗ
ಈ
ं
ӡ
ૹ
事
業

法
の
一
部
改
正
」
で
は
、
ト

ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ
業
ք
の
࣭
の


上
と
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
ό
ー

の
適
切
な
賃
金
の
確
保
を
目

的
に
、
ᶃ
ڐ
可
の
更
৽
制
度

の
ಋ
入（
ト
ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ
事

業
ڐ
可
に
つ
い
て
、５
年
͝

と
の
更
৽
制
を
ಋ
入
）、
ᶄ

「
適
正
ݪ
Ձ
」
を
下
回
る
ӡ

賃
及
び
料
金
の
制
限（
ト
ラ

ッ
ク
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
は
、
ࣗ
ら

՟
物
を
ӡ
ぶ
時
や
、
ଞ
の
事

業
ऀ
に
ӡ
ૹ
を
ҕ
ୗ
す
る
場

合
は
、
国

交
通
大
ਉ
が
定

め
る「
適
正
ݪ
Ձ
」
を
ܧ
続

し
て
下
回
ら
な
い
こ
と
を
義

務
化
。
՟
物
利
用
ӡ
ૹ
事
業

ऀ
も
同
༷
に
規
制
。「
適
正

ݪ
Ձ
」
を
支
払
わ
な
い
ՙ
ओ

に
つ
い
て
は
、
違
反
ݪ
Ҽ
行

為
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

ੋ
正
指
ಋ
を
実
施
等
）、
ᶅ

ҕ
ୗ
次
数
の
制
限（
ト
ラ
ッ

ク
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
及
び
՟
物
利

用
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
は
、
ݩ

と

し
て
ӡ
ૹ
を
引
き
受
け
る
場

合
、
࠶
ҕ
ୗ
の
回
数
を
２
回

以
内
に
制
限
す
る
よ
う

ྗ

義
務
化
）、ᶆ
違
法
な「
ന
ト

ラ
」
に
係
る
ՙ
ओ
等
の
取
క

り（
ڐ
可
や
ಧ
出
な
く
༗
ঈ

で
ӡ
ૹ
行
為
を
行
う
ト
ラ
ッ

ク「
ന
ト
ラ
」
の
利
用
を
禁

止
ờ
േ
則

Ở、̔
ओ
等
に
対

し
て
は
ੋ
正
指
ಋ
も
実
施
）

Ổ
Ổ
と
す
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

ま
た
、
こ
の
一
部
改
正
を

୲
保
す
る
た
め
の
、「
՟
物

ࣗ
ಈ
ं
ӡ
ૹ
事
業
の
適
正
化

の
た
め
の
体
制
の

備
等
の

ਪ
進
に
関
す
る
法
律
」で
は
、

ᶃ
基
本
方

の
策
定
、
ᶄ
法

制
上
の
ા
ஔ
等
、
ᶅ
物
流
政

策
ਪ
進
会
ٞ
の
設
ஔ
Ổ
Ổ
を

ப
と
し
て
い
る
。

東
京

は
６
月
２

日
か
ら
、「
東
京


ӡ
輸
事
業
ऀ

け

೩
料
අ
高
ಅ
ۓ
ٸ
対

策
事
業
」
の
支
ԉ
金

ਃ

受

を
開
始
し

た
。
令
和
４
・
５
・

６
年
度
に
引
き
続

き
、೩
料
Ձ
格
高
ಅ・

高
止
ま
り
の
影
響
を

大
き
く
受
け
て
い
る

中
小
の
՟
物
ӡ
ૹ
事

業
ऀ
な
ど
を
対
象
に

支
ԉ
事
業
を
実
施
す

る
も
の
で
、
６
月
２

日
か
ら
８
月
29
日
ま

で
支
ԉ
金
の
ਃ

受


を
行
う
。

支
ԉ
金
と
し
て
、


内
φ
ン
ό
ー
の

事
業
用
ं
（྆

φ

ン
ό
ー
や
ࠇ
φ
ン
ό

ー
）に
対
し
、
１


当
た
り
定
額（

φ

ン
ό
ー
２
ສ
３
０
０
０
ԁ
、

ࠇ
φ
ン
ό
ー
８
０
０
０
ԁ
）

を
交

す
る
。

対
象
と
な
る
՟

物
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
の

要
݅
は
、
ᶃ
７
年
４
月
１
日

ま
で
に
一
般
՟
物
ࣗ
ಈ
ं
ӡ

ૹ
事
業
、
特
定
՟
物
ࣗ
ಈ
ं

ӡ
ૹ
事
業
お
よ
び
՟
物
軽
ࣗ

ಈ
ं
ӡ
ૹ
事
業
の
い
ず
れ
か

の
ڐ
可
、
ま
た
は
ಧ
出
を
行

っ
て
い
る
こ
と
、
ᶄ

内
に

営
業
拠

を
༗
す
る
、
中
小

企
業
基
本
法
に
規
定
す
る
中

小
の
՟
物
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
で
あ

る
こ
と
、
ᶅ
７
年
６
月
２
日

時

で
事
業
を
ܧ
続
し
て
お

り
、
引
き
続
き
事
業
ܧ
続
の

意

が
あ
る
こ
と
。

ま
た
、ं
྆
要
݅
と
し
て
、

ᶃ
化
ੴ
೩
料
を

用
し
て
ࣗ

ら

行
す
る
ࣗ
ಈ
（ं
二
ྠ

の
ࣗ
ಈ
ं
、
ඃ
け
ん
引
ं
等

を
除
く
）、
ᶄ
７
年
４
月
１

日
ま
で
に
東
京
ӡ
輸
支
局
等

に
お
い
て
ं
྆
の
ొ
録
・
ݕ

ࠪ
な
ど
が
行
わ
れ
、
ं
ݕ
ূ

の
༗
効
期
限
ຬ
ྃ
日
が
同
日

以
降
で
あ
る
こ
と
Ổ
Ổ
な
ど

を
ຬ
た
す
ं
྆
を
保
༗
し
、

事
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

支
ԉ
金
の
受

は
、
༣
ૹ

ま
た
は
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
の
オ

ン
ラ
イ
ン
ਃ

で
行
う
。
ਃ


に
必
要
な
書
類
や
ి
子
ਃ


な
ど
ৄ
ࡉ
は
、

ࢢ

備

局
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
を
ࢀ
照
。

˜
問
い
合
わ
せ
ઌ
ử
東
京


ӡ
輸
事
業
ऀ

け
೩
料
අ

高
ಅ
ۓ
ٸ
対
策
事
業
支
ԉ
金

事
務
局（
ὸ
０
５
０
・
１
７

５
２
・
６
７
５
３
）
受

時

間
ʗ
月
〜
金
༵
日
ޕ
前
９
時

〜
ޕ
後
�
時（
祝
日
を
除
く
）

東
京

ト
ラ
ッ

ク
協
会（
水
野
ޭ

会
長
）は
５
月
29

日
、
東
ト
総
合
会

館
で
、
令
和
７
年

度
第
１
回
理
事

会（
̬
̴
̱
ซ
用
）

を
開
࠵
し
、
６
年

度
事
業
報
告
・
ऩ

支
決
算（
案
）
や

公
益
目
的
支
出
計

ը
実
施
報
告
書（
案
）な
ど

の
総
会
提
出
ٞ
案
を
৹
ٞ
・

ঝ
認
し
た
。

ٞ
事
に
ઌ
ཱ
ͪ
、
東
京


の
୲
当
ऀ
が
、
令
和
７
年
度

「
՟
物
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
೩
料
අ

高
ಅ
ۓ
ٸ
対
策
事
業
」
に
つ

た
取
り
組
み
ܧ
続
が
必
要
と

の
見
解
を
示
し
た（
ผ
ܝ
ࢀ

র
）。ٞ事

で
は
、６
年
度
事
業

報
告
・
ऩ
支
決
算（
案
）な

ど
を
৹
ٞ
・
ঝ
認
。

事
業
活
ಈ
に
つ
い
て

は
、「
２
０
２
４
年

問
題
」
へ
の
対
応
策

と
し
て
、
人
ࡐ
ҭ
成

を
中
৺
と
す
る
会
員

α
ー
Ϗ
ス
の

上
、

ϒ
ϩ
ッ
ク
制
ಋ
入
に

よ
る
支
部
事
業
の
強

化
、
対
外
情
報
発
信

の
ܧ
続
を
࣠
と
す
る

施
策
を
展
開
。
৽
た

に
実
施
し
た
事
業
と

い
て
説
明
し
、６
月
２
日
か

ら
支
ԉ
金
ਃ

受

を
開
始

す
る
こ
と
か
ら
、
ਃ

を
呼

び
か
け
た（
ه
ࣄ
ผ
ܝ
）。

続
い
て
、
あ
い
さ
つ
に
ཱ

っ
た
水
野
会
長

は
、
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
た
৽

物
効
法
に
つ
い

て
、
実
ӡ
ૹ

理


の
作
成
、
ӡ
ૹ

契
約
の
書
໘
化
の

義
務

け
な
ど
へ

の
対
応
と
し
て
、

会
員
事
業
ऀ
の
α

ポ
ー
ト
を
し
て
い

き
た
い
と
表
明
。

さ
ら
に
、
今
国
会

し
て
は
、
適
正
化
事
業
ௐ
ࠪ

員（
̜
メ
ン
ௐ
ࠪ
員
）の
選


、
東
京

ト
ラ
ッ
ク
総
合

会
館
の
̡
̚
̙
照
明
ػ
ث
へ

の
切
り
ସ
え
、

西
物
流
拠


の
म
સ
、
支
部
ϒ
ϩ
ッ
ク

制
の
ஈ
֊
的
ಋ
入
を
行
っ

た
。ऩ

支
決
算
に
つ
い
て
は
、

ܦ
常
ऩ
益
が
約
21
ԯ
７
４
８

ສ
ԁ
で
、
ܦ
常
අ
用
は
約
1ÿ

ԯ
４
５
４
２
ສ
ԁ
と
な
り
、

ࠇ
字
と
な
っ
た
。

６
年
度
৽
規
入
会
ऀ
の
報

告
に
続
い
て
、「
ト
ラ
ッ
ク

で
৹
ٞ
中
の
改
正
事
業
法
に

つ
い
て
、「
ඪ
準
的
ӡ
賃
が

ഇ
止
と
な
っ
て
も
、３
年
間

は
い
き
る
」
と
し
て
、
適
正

な
ӡ
賃
・
料
金
ऩ
受
に

け

フ
ェ
ス
タ
̩
̤
̠
̮
̤
２
０

２
５
」
開
࠵
に

う
会
員
か

ら
の
協
ࢍ
に
つ
い
て
、
フ
ェ

ス
タ
実
行
ϓ
ϩ
ジ
ェ
ク
ト
リ

ー
ダ
ー
の

本
উ

෭
会
長

が
説
明
し
、
協
ྗ
を
要

し

た（
̐
໘
ࢀ
র
）。

こ
の
ほ
か
、
ՙ
ओ
に
対
す

る
労
働
環
境
改
ળ
に

け
た

適
正
ӡ
賃
ऩ
受
等
の
周

活

ಈ
へ
の
協
ྗ
ґ
པ
、
՟
物
ࣗ

ಈ
ं
ӡ
ૹ
事
業
法
第
８
条
第

２
項
に
基
づ
く
命
令
の
発
ಈ

基
準
等
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
、報
告
し
た
。

今
行
わ
れ
て
い
る
՟
物
ӡ

ૹ
事
業
法
の
改
正
に
つ
い
て

報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

͝
ଘ
じ
の
よ
う
に
、
ڐ
可
の

更
৽
制
度
の
ಋ
入
と
適
正
ݪ

Ձ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
一

部
৽
ฉ
報
ಓ
に
あ
っ
た
よ
う

に
、「
ඪ
準
的
ӡ
賃
の
ഇ
止
」

と
い
う
文
ݴ
が
入
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会
の
総
務
ҕ
員

会
で「
ഇ

止
と
い
う
の
は
、
ど

う
い
う
こ
と
な
の

か
」
と
、
東
京

ト

ラ
ッ
ク
協
会
は
օ
༷

の
協
ྗ
を
ಘ
て
、
ඪ

準
的
ӡ
賃
を
２
月
末
ま
で
に

95
％
が
ಧ
出
し
た
こ
と
か

ら
、
࣭
問
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

事
務
局
か
ら
の
回

は
、

実
࣭
的
な
施
行
と
な
る
、
国


交
通
ল
が
改
正
法
成
ཱ
後

に
適
正
な
ݪ
Ձ
を
提
示
す
る

ま
で
最

３
年
は
か
か
る
。

そ
の
間
、
ඪ
準
的
ӡ
賃
は
い

き
る
と
の
こ
と
。

私
も
ՙ
ओ
の
と
こ
ろ
へ
行

き
、
昨
年
、
今
年
と
ӡ
賃
改

定
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ඪ
準
的
ӡ
賃
に
は
ಧ
い
て
い

な
い
ՙ
ओ
が
多
い
が
、
今
後

も
ܧ
続
し
て
ඪ
準
的
ӡ
賃
を

上
回
る
よ
う

に
、
お
願
い

し
て
い
き
た

い
。

で
す
か
ら
、
օ
༷
も
安
৺

し
て
、
最

で
も
３
年
間
は

ඪ
準
的
ӡ
賃
が
い
き
る
と
い

う
こ
と
を
念
頭
に
、
ӡ
賃
交

ব
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ਫ会

改
正
ࣄ
ۀ
法
ͱ
৽
法
͕
Մ
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ཱ
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職
場
に
お
け
る

中

対

策
を
義
務
化
し
た「
改
正
労

働
安
全
Ӵ
生
規
則
」
が
６
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

改
正
で
は
、

中

の
重

ಞ
化
を

止
す
る
た
め
、
次

の
ા
ஔ
が
事
業
ऀ
に
義
務


け
ら
れ
た
。

１


中

を
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
際

に
、
ᶃ「

中

の
ࣗ
֮


状
が
あ
る
作
業
ऀ
」、ᶄ「


中

の
お
そ
れ
が
あ
る
作
業

ऀ
を
見
つ
け
た
ऀ
」
が
そ
の

旨
を
報
告
す
る
た
め
の
体
制

（
࿈
བྷ
ઌ
や
୲
当
ऀ
な
ど
）の


備
を
事
業
場
͝
と
に
あ
ら

か
じ
め
定
め
、
関
係
作
業
ऀ

に
対
し
て
周

す
る
こ
と

２


中

を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う

際
に
、
ᶃ
作
業
か
ら
の
離


、
ᶄ

体
の
ྫྷ
٫
、
ᶅ

必
要
に
応
じ
て
ҩ
ࢣ
の



ຢ
は
処
ஔ
を
受
け
さ

せ
る
こ
と
、
ᶆ
事
業
場
に

お
け
る
ۓ
ٸ
࿈
བྷ

、
ۓ

ٸ
ൖ
ૹ
ઌ
の
࿈
བྷ
ઌ
及
び

ॴ
在

等
の

Ѳ
Ổ
Ổ
な

ど
、

中

の

状
の
悪

「
労
働
安
全
Ӵ
生
法
及
び

作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
が
、
５
月

８
日
の
ऺ
ٞ
Ӄ
本
会
ٞ
で
可

決
・
成
ཱ
し
、５
月
14
日
に

公

さ
れ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
少
子
高

ྸ
化
が
進
展
し
、
生
࢈
年
ྸ

人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ

る
中
、
多
༷
な
人
ࡐ
が
安
全

に
、
か
つ
、
安
৺
し
て
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
を


備
す
る
た
め
、
個
人
事
業
ऀ

等
に
対
す
る
安
全
Ӵ
生
対
策

の
ਪ
進
、
職
場
の
メ
ン
タ
ル

ϔ
ル
ス
対
策
の
強
化
、
化
学

物
࣭
に
よ
る
݈
߁
ো


止

等
の
し
く
み
の

備
、
ػ
ց

等
に
よ
る
労
働
ࡂ


止
の

ଅ
進
、
高
年
ྸ
労
働
ऀ
の
労

働
ࡂ


止
の
た
め
の
取
り

組
み
の
強
化
等
の
ા
ஔ
を
ߨ

じ
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も

の
。
改
正
の
֓
要
は
次
の
通

り
。

̍
⁒
ݸ
ਓ
ࣄ
ۀ
ऀ

ʹ
ର
͢

Δ
҆
શ
Ӵ
ੜ
ର
ࡦ
ͷ
ਪ
ਐ

ừ
࿑
ಇ
҆
શ
Ӵ
ੜ
๏
Ử

ط
ଘ
の
労
働
ࡂ


止
対

策
に
個
人
事
業
ऀ
等
も
取
り

込
み
、
労
働
ऀ
の
み
な
ら
ず

個
人
事
業
ऀ
等
に
よ
る
ࡂ


の

止
を
図
る
。

ᶃ
注
文
ऀ
等
が
ߨ
ず
べ
き

ા
ஔ（
個
人
事
業
ऀ
等
を
ؚ

む
作
業
従
事
ऀ
の
ࠞ
在
作
業

に
よ
る
ࡂ


止
対
策
の

強
化
な
ど
）を
定
め
、
ซ
せ

て
̞
̡
（̤
国
際
労
働
ػ
関
）

第
１
５
５
߸
条
約

（
職
業
上
の
安
全
及

び
݈
߁
ฒ
び
に
作
業

環
境
に
関
す

る
条
約
）の

ཤ
行
に
必
要

公
正
取
引

ҕ
員
会
は
５

月
12
日
、「
令

和
６
年
度
に

お
け
る
下



金
支
払
遅

Ԇ
等

止

法（
下

法
）

の
ӡ
用
状
گ

お
よ
び
中
小

事
業
ऀ
等
の

取
引
適
正
化

に

け
た
取

り
組
み
」
に
つ
い
て
取
り
ま

と
め
、公
表
し
た
。

下

法
違
反
行
為
に
対
す

る
勧
告
݅
数
は
21
݅
、
ࣗ
発

的
ਃ
出
݅
数（
勧
告
૬
当
案

݅
）が
３
݅
。
違
反
行
為
類

ܕ
の
内
༁
は
、「
不
当
な
ܦ

ࡁ
上
の
利
益
の
提
ڙ
要

」

が
11
݅
、「
下


金
の
減

額
」が
８
݅
、「
や
り

し
等
」

が
２
݅
、「
受
ྖ
ڋ
൱
」が
１

݅
、「
ฦ
品
」が
１
݅
、「
ങ
い

た
た
き
」が
１
݅
、「
ߪ
入
な

ど
強
制
」
が
１
݅
。
６
年
度

の
指
ಋ
݅
数
は
８
２
３
０
݅

で
、
前
年
度
比
０
・
５
％
減

少
し
た
。

ま
た
、
中
小
事
業
ऀ
等
の

な

備
を
行
う
。

ᶄ
個
人
事
業
ऀ
等
ࣗ

が

ߨ
ず
べ
き
ા
ஔ（
安
全
Ӵ
生

ڭ
ҭ
の
受
ߨ
等
）や
業
務
上

ࡂ

の
報
告
制
度
等
を
定
め

る
。

̎
⁒
職

ͷ
ϝ
ϯ
λ
ϧ
ϔ
ϧ

ε
ର
ࡦ
ͷ
ਪ
ਐ
ừ
࿑
ಇ
҆
શ

Ӵ
ੜ
๏
Ử

ス
ト
レ
ス
ν
ェ
ッ
ク
に
つ

い
て
、
ݱ
在
当
分
の
間

ྗ

義
務
と
な
っ
て
い
る
労
働
ऀ

数
50
人
ະ
ຬ
の
事
業
場
に
つ

い
て
も
実
施
を
義
務
と
す

る
。
そ
の
際
、
50
人
ະ
ຬ
の

事
業
場
の
ෛ
୲
等
に

ྀ

し
、
施
行
ま
で
の
े
分
な
準

備
期
間
を
確
保
す
る
。

化
を

止
す
る
た
め
に
必
要

な
ા
ஔ
に
関
す
る
内
容
や
実

施
手
ॱ
を
事
業
場
͝
と
に
あ

ら
か
じ
め
定
め
、
関
係
作
業

ऀ
に
対
し
て
周

す
る
こ
と

対
象
と
な
る
の
は
、「
̬

̏
⁒
Խ
ֶ

࣭
ʹ
Α
Δ
݈
߁

ো


止
ର
ࡦ

ͷ
ਪ
ਐ

ừ
࿑
ಇ
҆
શ
Ӵ
ੜ
๏
ỏ࡞
ۀ


ڥ
ଌ
ఆ
๏
Ử

ᶃ
化
学
物
࣭
の
ৡ
渡
等
実

施
ऀ
に
よ
る
ة
ݥ
性
・
༗


性
情
報
の
通

義
務
違
反
に

േ
則
を
設
け
る
。

ᶄ
化
学
物
࣭
の
成
分
名
が

営
業
秘
ີ
で
あ
る
場
合
に
、

一
定
の
༗

性
の

い
物
࣭

に
限
り
、

ସ
化
学
名
等
の

通

を
認
め
る
。
な
お
、


ସ
を
認
め
る
対
象
は
成
分
名

に
限
る
こ
と
と
し
、
人
体
に

及
ぼ
す
作
用
や
応
ٸ
の
ા
ஔ

等
は
対
象
と
し
な
い
。

ᶅ
個
人
ば
く
࿐
測
定
に
つ

い
て
、
作
業
環
境
測
定
の
一

つ
と
し
て
位
ஔ

け
、
作
業

環
境
測
定
࢜
等
に
よ
る
適
切

ް
生
労
働
ল
と
中

ԝ
労
働
ࡂ


止
協

会
の
ओ
এ
に
よ
り
、

７
月
１
〜
７
日
の
１
ि
間
、

令
和
７
年
度「
全
国
安

全
ि
間
」が
行
わ
れ
る
。

ࣗ
ओ
的
な
労
ࡂ

止

活
ಈ
を
ਪ
進
し
、
安
全

意
識
の
高
༲
と
安
全
活

ಈ
の
定
ண
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
ຖ
年
、
実
施

さ
れ
て
い
る
も
の
。
こ

れ
に
ઌ
ཱ
ͪ
、６
月
１
〜
30

日
を
準
備
期
間
と
し
て
、
֤

職
場
に
お
け
る
८
ࢹ
や
ス
ϩ

ー
Ψ
ン
の
ܝ
示
、
労
働
安
全

に
関
す
る
ߨ
श
会
の
開
࠵
な

ど
֤
種
取
り
組
み
を
実
施
す

る
。東

京
労
働
局

内
に
お
け

る
６
年
の
労
働
ࡂ

状
گ
に

つ
い
て
は
、
ࢮ

ऀ
が
前
年

を
大
෯
に
下
回
る
も
の
の
、

ٳ
業
４
日
以
上
の
ࢮ
ই
ऀ
は

前
年
を
上
回
る
。
特
に
ࢮ
ই

ऀ
数
が
４
年
࿈
続
で
１
ສ
人

を

え
て
お
り
༕
ྀ
す
べ
き

状
گ
に
あ
る
。

取
引
適
正
化
に

け
た
取

り
組
み
で
は
、「
Ձ
格
స
Շ

ԁ

化
の
取
組
に
関
す
る

特
別
ௐ
ࠪ
」
を
実
施
し
た
ほ

か
、
ՙ
ओ
に
よ
る
物
流
事
業

ऀ
に
対
す
る
༏
越
的

位
の

ཞ
用
を
効
果
的
に
規
制
す
る

観

か
ら
、「
ՙ
ओ
と
物
流

事
業
ऀ
と
の
取
引
に
関
す
る

ௐ
ࠪ
」
を
実
施
。
６
年
10
月

1ÿ
日
に
ՙ
ओ
を
対
象
と
し
た

ௐ
ࠪ
ථ
を
３
ສ
通
ૹ

し
、

７
年
１
月
31
日
に
物
流
事
業

ऀ
を
対
象
と
し
た
ௐ
ࠪ
ථ
を

４
ສ
通
ૹ

し
た
。
今
後
、

書
໘
ௐ
ࠪ
等
の
結
果
を
౿
ま

え
、６
月
を
目
途
に
ௐ
ࠪ
結

果
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す

る
予
定
。

公
取
ҕ
で
は
ซ
せ
て
、「
下



金
支
払
遅
Ԇ
等

止
法

に
関
す
る
ӡ
用
基
準
」
の
改

正
や
、「
手
形
が
下


金

の
支
払
手
ஈ
と
し
て
用
い
ら

れ
る
場
合
の
指
ಋ
基
準
の
変

更
に
つ
い
て
」
の
発
出
、
૬

ஊ
対
応
の
強
化
な
ど
を
通

じ
、
ಠ

禁
止
法
お
よ
び
下


法
の
考
え
方
の
周

ప
ఈ

を
図
っ
て
い
る
。

̗
̜
̩
（
ॵ
さ
指
数
）
2ÿ

ˆ
以
上
ຢ
は
気
Թ
31
ˆ
以
上

の
環
境
下
で
࿈
続
１
時
間
以

上
ま
た
は
１
日
４
時
間
を


え
て
の
実
施
」
が
見
込
ま
れ

る
作
業
。

な
実
施
の
୲
保
を
図
る
。

̐
⁒
ػ
ց

ʹ
Α
Δ
࿑
ಇ
ࡂ


ͷ

止
ͷ
ଅ
ਐ

ừ
࿑
ಇ

҆
શ
Ӵ
ੜ
๏
Ử

ᶃ
Ϙ
イ
ラ
ー
、
ク
レ
ー
ン

等
に
係
る


ڐ
可
の
一
部

（
設
計
৹
ࠪ
）や


時
等

ݕ
ࠪ
に
つ
い
て
、
民
間
の
ొ

録
ػ
関
が
実
施
で
き
る
範
囲

を
֦
大
す
る
。

ᶄ
ొ
録
ػ
関
や
ݕ
ࠪ
業
ऀ

の
適
正
な
業
務
実
施
の
た

め
、
不
正
へ
の
対
処
や
欠
格

要
݅
を
強
化
し
、
ݕ
ࠪ
基
準

へ
の
९
守
義
務
を
՝
す
。

̑
⁒
ߴ
ྸ
ऀ
ͷ
࿑
ಇ
ࡂ



止
ͷ
ਪ
ਐ
ừ
࿑
ಇ
҆
શ
Ӵ
ੜ

๏
Ử高

年
ྸ
労
働
ऀ
の
労
働
ࡂ



止
に
必
要
な
ા
ஔ
の
実

施
を
事
業
ऀ
の

ྗ
義
務
と

し
、
国
が
当
該
ા
ஔ
に
関
す

る
指

を
公
表
す
る
こ
と
と

す
る
。

こ
の
た
め
、
一
昨
年

策
定
さ
れ
た
第
14
次
労

ࡂ

止
計
ը
に
基
づ

き
、
労

一
ؙ
と
な
り

取
り
組
み
を
ਪ
進
す

る
。

上
՟
物
ӡ
ૹ
事
業

に
お
い
て
、
ܧ
続
的
に

実
施
す
べ
き
事
項
は
次
の
通

り
。ՙ


な
ど
か
ら
の

མ
・

స
མ

止
対
策
、
保
護

の

ண
用
˜
ՙ
ओ
な
ど
の

理
施

設
に
お
け
る
ϓ
ラ
ッ
ト
フ
Ỽ

ー
ム
の

備
、
চ
の
Ԝ
ತ
の

解
消
、照
度
の
確
保
、ࠞ
ࡶ
の

؇
和
な
ど
、
ՙ

作
業
の
安

全
Ψ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く

ા
ஔ
の
ਪ
進
˜
ੵ
み
Է
し
に


ྀ
し
た
ੵ

け
な
ど
に
よ

る
ՙ
่
れ

止
対
策
の
実
施

˜
า
行
ऀ
ཱ
入
禁
止
Τ
リ
ア

の
設
定
な
ど
に
よ
る
フ
Ỽ
ー

ク
リ
フ
ト

用
時
の
労
働
ࡂ



止
対
策
の
実
施
˜
ト
ラ

ッ
ク
の
ҳ


止
ા
ஔ
の
実

施
˜
ト
ラ
ッ
ク
後
退
時
の
後

方
確
認
、ཱ
入
制
限
の
実
施

ް
࿑
省

࿑
ಇ
҆
શ
Ӵ
ੜ
ن
ଇ
Λ
Ұ
෦
վ
ਖ਼

৬

ʹ
͓
͚
Δ

த

対
ࡦ
Λ
ڧ
Խ

ެऔҕ

改
正
࿑
ಇ
҆
શ
Ӵ
ੜ
法
͕

ཱ

ެऔҕ ҧߦҝùø݅ʹࠂק
Լ๏ӡ༻ঢ়گΛެද

ü÷
ਓ
ະ
ຬ
事
業
者
へ
ٛ

Խ

ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク

ް࿑省

શ҆ࠃશिؒ

̓月̍ʙ̓日

多様な仲間と
築く安全
未来の職場

ʪࠓεϩʔΨϯʫ
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昨
年
４
月
に
、
事
業
法
と

物
効
法
が
改
正
さ
れ
た
。
そ

の
一
部
が
今
年
４
月
か
ら
施

行
さ
れ
、
さ
ら
に
今
後
、
ॱ

次
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
昨
年
４
月
の

法
改
正
が
、
か
な
り
多
ذ
に

わ
た
る
内
容
だ
っ
た
た
め
、

そ
れ
に
対
す
る
理
解
が
な
か

な
か

い
つ
か
な
い
と
い
う

実
態
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
昨

年
４
月
の
事
業
法
と
物
効
法

の
ओ
な
改
正

と
、
今
年
４

月
か
ら
施
行
に
な
っ
た
内
容

を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ඪ
準
的
ӡ
賃
の
当
分
の
間

の
ܧ
続
、
発
ண
ՙ
ओ
の
明
確

化
、
契
約
時
の

務
や
対
Ձ

な
ど
の
書
໘
化
、
下

け
に

ҕ
ୗ
す
る
時
の
発
注
適
正
化
、

一
定
規

以
上
の
事
業
ऀ
は

ӡ
ૹ
利
用

理
規
程
を
作
成

こ
で
適
正
ݪ
Ձ
を
み
る
と
、

「
ඪ
準
的
ӡ
賃
は
ഇ
止
」と
報

ಓ
さ
れ
た
の
が
、
ޡ
解
や
ࡨ

֮
の
ݩ
に
な
っ
て
い
る
。
改

正
法
が
施
行
に
な
る
ま
で
に

は
一
定
の
時
間
が
か
か
り
、

そ
の
間
は
ඪ
準
的
ӡ
賃
の
告

示
が
生
き
て
い
る
。
改
正
法

が
施
行
さ
れ
る
と
、
正
確
に

は
ඪ
準
的
ӡ
賃
か
ら
適
正
ݪ

Ձ
に
Ҡ
行
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
適
正
ݪ
Ձ
の
中
に

は
ӡ
行
අ
な
ど
の
ほ
か
、
全

࢈
業
平
均
賃
金
を
౿
ま
え
た

ド
ラ
イ
ό
ー
の
賃
金
や
、
輸

ૹ
の
安
全
確
保
に
必
要
な
ܦ

අ
、
֦
大
࠶
生
࢈
の
ݪ
資
な

ど
が
ؚ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
下
回
ら
な
い
よ
う
な
ӡ

賃
・
料
金
を
ऩ
受
で
き
て
い

る
か
ど
う
か
が
、
更
৽
の
可

൱
判
断
の
大
き
な
ࡐ
料
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

ྲྀ
δ
Ỿ
ồ
φ
Ϧ
ε
τ


ా

࢜

）

と
ӡ
ૹ
利
用

理
ऀ
の
選


、
ݩ

事
業
ऀ
に
は
実
ӡ

ૹ
体
制

理

作
成
の
義
務

化
、
す
べ
て
の
ं
྆
へ
待
ػ

時
間
や
ՙ

時
間
な
ど
の
記

録
の
義
務
化
、
過
半
数
の
ं

྆
を
対
象
に
一
ӡ
行
当
た
り

の
ՙ
待
ͪ
時
間
と
ՙ

時
間

の
合
計
を
２
時
間
以
内
に


ॖ
し
て
ੵ
載
効
率
50
％
を
目

指
す
、
ՙ
ओ
と
事
業
ऀ
の


ྗ
義
務
の
判
断
基
準
な
ど
だ
。

こ
れ
だ
け
で
も
理
解
や
対

応
が
大
変
な
の
に
、
さ
ら
に

今
後
も
施
行
が
予
定
さ
れ

て
い
る
も
の
に
、
一
定
規


以
上
の
事
業
（ऀ
ՙ
ओ
企
業
、


ݿ
業
ऀ
、
ӡ
ૹ
事
業
ऀ
）

を
特
定
事
業
ऀ
と
し
て
指
定

す
る
基
準
の
設
定
と
特
定
事

業
ऀ
の
ಧ
出
、
当
該
事
業
ऀ

の
中
長
期
計
ը
策
定
と
提
出

法
の
一
部
改
正
と
体
制

備

ਪ
進
法
が
上
程
さ
れ
た
。
事

業
法
改
正
の
ओ
な
内
容
は
、

事
業
ڐ
可
更
৽
制（
５
年
更

৽
）、適
正
ݪ
Ձ（
ඪ
準
的
ӡ

賃
か
ら
の
発
展
的
స

）、ҕ

ୗ
次
数
の
制
限（
２
次
下


け
ま
で
）、ന
ト
ラ
の
利
用
禁

止
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
改
正

事
業
法
を
ਪ
進
す
る
た
め
の

৽
法
が
、
体
制

備
ਪ
進
法

だ
ڐ。
可
更
৽
事
務
や
、事
業

適
正
化
支
ԉ
な
ど
を
実
施
す

る
ಠ
ཱ
行
政
法
人
の
設
ཱ
、

そ
の
ࡒ
源
ા
ஔ
の
ݕ
౼
を
す

る
。
国

交
通・ܦ
ࡁ
࢈
業・


ྛ
水
࢈
・
ް
生
労
働
ল
な

ど
の
֤
ֳ
྅
、
お
よ
び
公
正

取
引
ҕ
員
会
ҕ
員
長
で
構
成

す
る「
物
流
政
策
ਪ
進
会
ٞ
」

の
設
ஔ
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
昨
年
４
月
の

法
改
正
の
う
ͪ
、
今
年
４
月

に
施
行
さ
れ
た
も
の
も
多
数

あ
る
た
め
、
な
か
な
か
消
化

で
き
て
い
な
い（
例
え
ば
実

ӡ
ૹ
体
制

理

作
成
な
ど

は
、
大
半
の
事
業
ऀ
が
ࢼ
行

ࡨ
ޡ
し
て
い
る
）。
そ
し
て

ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
い
も

の
も
あ
る
。
そ
の
ஈ
֊
で
事

業
法
の
改
正
と
、
体
制

備

ਪ
進
法
が
大
き
な

題
と
し

て
ු
上
し
た
。
そ
こ
で
内
容

の

理
が
で
き
て
い
な
い
事

業
ऀ
が
少
な
く
な
い
の
だ
。

特
に
関
৺
が
高
い
の
は
、

ᶃ
ڐ
可
更
৽
の
可
൱
を
判
断

す
る
基
準
、
ᶄ
ݱ
在
の
ඪ
準

的
ӡ
賃
と
適
正
ݪ
Ձ
の
違

い
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う

ͪ
、
ڐ
可
更
৽
に
つ
い
て
の

可
൱
の
判
断
基
準
は
、
今
後

の
ݕ
౼
՝
題
の
よ
う
だ
。

こ
れ
は
ච
ऀ
の
ਪ
測
に
過

ぎ
な
い
が
、
法
体
ܥ
全
体
か

ら
判
断
す
る
と
、
適
正
ݪ
Ձ

が
ڐ
可
更
৽
判
断
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル（
目
安
）に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

お
よ
び
定
期
報
告
、
特
定
ՙ

ओ
は
物
流
統
ׅ

理
（ऀ
̘

̡
̤
）の
選
定
と
ಧ
出
、
そ

の
ଞ
が
あ
る
。

さ
ら
に
今
国
会
に
、
事
業

目的は経済的社会的地位の向上

「標準的運賃」から「適正原価」へ

ủ
τ
ϥ
ỽ
Ϋ
৽
๏
Ứ
ͱ
ݱ
ߦ
๏

ް
生
労
働
ল
は
、
令
和
７

年
度「
Τ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ

ー
ิ
ॿ
金
」
に
よ
り
、
中
小

企
業
事
業
ऀ
に
対
し
て
、
高

年
ྸ
労
働
ऀ
の
労
働
ࡂ



止
対
策
や
、
労
働
ऀ
に
対
す

る
ӡ
ಈ
指
ಋ
な
ど
݈
߁
保
持

අ
੫
を
除
く
上
限

額
）な
ど
は
、
次

の
通
り
。

˜
総
合
対
策
ί

ー
ス（
５
分
の
４
ʗ
１
０
０

ສ
ԁ
）
ử
労
働
安
全
Ӵ
生
の

専

家
に
よ
る
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
に
要
す
る
ܦ
අ
・

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果

を
౿
ま
え
た
、
༏
ઌ
ॱ
位
の

高
い
労
働
ࡂ


止
対
策
に

要
す
る
ܦ
අ（
ػ
ث
な
ど
の

ಋ
入
、
事
の
施

な
ど
）

˜
職
場
環
境
改
ળ
ί
ー
ス

（
２
分
の
１
ʗ
１
０
０
ສ
ԁ
）

ử
高
年
ྸ
労
働
ऀ
の

体
ػ

能
の

下
を
ิ
う
設
備
・


ஔ
の
ಋ
入
そ
の
ଞ
の
労
働
ࡂ



止
対
策
に
要
す
る
ܦ
අ

（
ػ
ث
な
ど
の
ಋ
入
、

事

の
施

な
ど
）
ʗ

中

予


対
策
ϓ
ラ
ン
ử

中

の

発

リ
ス
ク
の
高
い
高
年
ྸ

労
働
ऀ
の

中

予

対
策

に
要
す
る
ܦ
අ（
ػ
ث
の
ಋ

入
な
ど
）

˜
స


止
・
ࠊ
௧
予


の
た
め
の
ӡ
ಈ
指
ಋ
ί
ー
ス

（
４
分
の
３
ʗ
１
０
０
ສ
ԁ
）

ử
労
働
ऀ
の
స

ࡂ


止

の
た
め
、専

家
に
よ
る


体
ػ
能
の
ν
ェ
ッ
ク
お
よ
び

専

家
に
よ
る
ӡ
ಈ
指
ಋ
を

受
け
る
た
め
に
要
す
る
ܦ

අ（

員
を
除
き
、
５
人
以

上
の
ࣗ
社
の
労
ࡂ
保
ݥ
適
用

労
働
ऀ
に
対
す
る
取
り
組
み

に
限
る
）
ʗ
労
働
ऀ
の
ࠊ
௧

ࡂ

の
予

の
た
め
、
専


家
に
よ
る

体
ػ
能
の
ν
ェ

ッ
ク
お
よ
び
専

家
に
よ
る

ӡ
ಈ
指
ಋ
を
受
け
る
た
め
に

増
進
に

け
た
取
り
組
み
අ

用
を
ิ
ॿ
す
る
。

こ
れ
に

い
、
ࣥ
行
ஂ
体

の
日
本
労
働
安
全
Ӵ
生
ί
ン

α
ル
タ
ン
ト
会
が
ਃ

受


を
行
っ
て
い
る
。
受

期
間

は
10
月
31
日
ま
で（
当
日
消

ҹ
༗
効
）。
支
払

ٻ
書
類

の
提
出
期
限
は
８
年
１
月
31

日
ま
で（
同
）。

ิ
ॿ
対
象
の
中
小
企
業
事

業
ऀ
は
、
ӡ
輸
業
の
場
合
、

常
時

用
の
労
働
ऀ
数
３
０

０
人
以
下
、ま
た
は
資
本
金・

出
資
総
額
３
ԯ
ԁ
以
下
。

対
象
と
な
る
取
り
組
み

（
カ
ッ
ί
内
は
ิ
ॿ
率
ʗ
消

国

交
通
ল
の「
働
き
や

す
い
職
場
認
ূ
制
度
」（
ӡ
స

ऀ
職
場
環
境
良

度
認
ূ
制

度
）に
つ
い
て
、
認
ূ
実
施

ஂ
体
の
日
本
ւ
事
協
会
は
５

月
８
日
か
ら
、２
０
２
５（
令

和
７
）
年
度
以
降
の「
ࡾ
つ


」
৽
規
・
ܧ
続
ਃ

の
受


を
通
年
で
行
っ
て
い
る
。

事
業
ऀ
の

合
に
合
わ
せ
て

い
つ
で
も
ਃ

す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
よ
り
ਃ

が

行
い
や
す
く
な
る
。

ʓ
ܧ
続
ਃ
（
７
月
１
日
以

降
に
༗
効
期
間
ຬ
ྃ
日
を
ܴ

え
る
事
業
ऀ
に
適
用
）

༗
効
期
間
ຬ
ྃ
日
ཌ
日
の

半
年
前
か
ら
ຬ
ྃ
日
ま
で
を

「
更
৽
期
間
」と
し
、認
ূ
の

ܧ
続
ਃ

は
、
ݪ
則
と
し
て

要
す
る
ܦ
අ（

員
を
除
き
、

５
人
以
上
の
ࣗ
社
の
労
ࡂ
保

ݥ
適
用
労
働
ऀ
に
対
す
る
取

り
組
み
に
限
る
）

˜
ί
ラ
Ϙ
ϔ
ル
ス
ί
ー
ス

（
４
分
の
３
ʗ
30
ສ
ԁ
）
ử

事
業
ॴ
カ
ル
テ
や
݈
߁
ス
ί

こ
の
期
間
内
に
ਃ

す
る
。

৽
ొ
録
ূ
書
の
༗
効
期
間

開
始
日
は
、
چ
ొ
録
ূ
書
の

༗
効
期
間
ຬ
ྃ
日
の
ཌ
日
と

し
、༗
効
期
間
は
２
年
間
。

「
更
৽
期
間
」
の
前
に
ܧ

続
ਃ

を
行
う
こ
と
も
可

能
。
こ
の
場
合
、
৽
ొ
録
ূ

書
の
༗
効
期
間
開
始
日
は
、

چ
ొ
録
ূ
書
の
༗
効
期
間
ຬ

ྃ
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
ӡ
営

ҕ
員
会
に
て
認
ূ
が
ঝ
認
さ

れ
た
日
の
ཌ
月
の
１
日
と

１
日
と
し
、
༗
効
期
間
は
２

年
間
。

ৄ
ࡉ
は
、
ւ
事
協
会
ϗ
ー

ム
ϖ
ー
ジ「
働
き
や
す
い
職

場
認
ূ
制
度
」
の
̬
̴
̱
α

イ
ト
を
ࢀ
照
。

国
交
ল
は
６
月
16
日
ま

で
、「
ڞ
同
輸

ૹ
や
ؼ
り

ՙ
確
保
等
の
た
め
の
デ
ー
タ

࿈
ܞ
ଅ
進
支
ԉ
事
業
අ
ิ
ॿ

金
」
の
ਃ

を
受
け

け
て

い
る
。
物
流
情
報
ඪ
準
Ψ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て
ڞ
同

輸

ૹ
や
ؼ
り
ՙ
の
確
保
、


ं
・
ӡ
行

理
の
高
度
化

な
ど
の
物
流
効
率
化
を
図
る

た
め
、
複
数
の
ՙ
ओ
企
業
や

物
流
事
業
ऀ
、
物
流
ι
リ
ュ

ー
シ
ἀ
ン
提
ڙ
（ऀ
物
流
マ

ッ
ν
ン
ά
α
ー
Ϗ
ス
な
ど
）

が
࿈
ܞ
し
て
、
物
流
・
商
流

情
報
の
オ
ー
ϓ
ン
ϓ
ラ
ッ
ト

フ
Ỽ
ー
ム
の
構
ங
や
ӡ
営
を

行
う
事
業
に
要
す
る
ܦ
අ
の

一
部
を
ิ
ॿ
す
る
も
の
。

ิ
ॿ
対
象
事
業
は
、
ՙ
ओ

企
業
、
物
流
事
業
ऀ
な
ど
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
ՙ
ओ

企
業
２
社
以
上
を
ؚ
む
協
ٞ

会
が
、
物
流
情
報
ඪ
準
Ψ
イ

ド
ラ
イ
ン
を

活
用
し
た
デ

ー
タ
࿈
ܞ
を

行
い
、
ڞ
同
輸

ૹ
に
取
り

組
む
実
ূ
事
業
。

ิ
ॿ
対
象
事
業
ऀ
は
、
ՙ

ओ
企
業
お
よ
び
՟
物
を
実
際

に
輸
ૹ
す
る
՟
物
ӡ
ૹ
事
業

ऀ
な
ど
、
物
流
に
係
る
関
係

ऀ
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
ՙ
ओ

企
業
２
社
以
上
を
ؚ
む
協
ٞ

会
。
ՙ
ओ
企
業（
２
社
以
上

必
ਢ
）、物
流
事
業
（ऀ
՟
物

ӡ
ૹ
事
業
ऀ
、

ݿ
事
業
ऀ

な
ど
）、
そ
の
ଞ
物
流
に
係

る
関
係
組
৫（
物
流
シ
ス
テ

ム
事
業
ऀ
な
ど
）を
想
定
。

ิ
ॿ
率
・
上
限
額
は
、
対

象
と
な
る
ܦ
අ
の
２
分
の
１

以
内
・
１
協
ٞ
会
当
た
り
４

０
０
０
ສ
ԁ

ਃ

方
法
な
ど
、
ৄ
ࡉ
は

特
設
̬
̴
̱
α
イ
ト
を
ࢀ
照
。

˜
問
い
合
わ
せ
ઌ
ử
国


交
通
ল
物
流
・
ࣗ
ಈ
ं
局
物

流
政
策
՝（
ὸ
03
・
５
２
５

３
・
８
１
１
１（
内
ઢ
41
㏯８

２
３
、41
㏯８
５
３
）

ア
リ
ン
ά
レ
ポ
ー
ト
を
活
用

し
た
ί
ラ
Ϙ
ϔ
ル
ス
な
ど
、

労
働
ऀ
の
݈
߁
保
持
増
進
の

た
め
の
取
り
組
み
に
要
す
る

අ
用（

員
を
除
き
、ࣗ
社
の

労
ࡂ
保
ݥ
適
用
の
労
働
ऀ
に

対
す
る
取
り
組
み
に
限
る
）

な
お
、
֤
ί
ー
ス
͝
と
に

ิ
ॿ
要
݅
が
あ
る
。

ৄ
ࡉ
は
、
日
本
労
働
安
全

Ӵ
生
ί
ン
α
ル
タ
ン
ト
会

「
Τ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
ิ

ॿ
金
事
務
セ
ン
タ
ー
」
ϗ
ー

ム
ϖ
ー
ジ
を
ࢀ
照
。

し
、
༗
効
期
間
は
２

年
間
。

ʓ
上
位
の
認
ূ
ஈ
֊

の
ਃ
（
７
月
１
日

以
降
に
༗
効
期
間
ຬ

ྃ
日
を
ܴ
え
る
事
業

ऀ
に
適
用
）

「
二
つ

」
取
ಘ

後
、
同
認
ূ
༗
効
期

間
開
始
日
か
ら
１
年

を
ܦ
過
し
て
か
ら
༗

効
期
間
ຬ
ྃ
日
ま
で

「
ࡾ
つ

」
の
認
ূ

ஈ
֊
の
ਃ

を
行
う

こ
と
が
可
能
。
認
ূ

ஈ
֊
に
合
格
し
た
場
合
、
৽

ొ
録
ূ
書
の
༗
効
期
間
開
始

日
は
、
چ
ొ
録
ূ
書
の
༗
効

期
間
ຬ
ྃ
日
に
か
か
わ
ら

ず
、
ӡ
営
ҕ
員
会
に
て
認
ূ

が
ঝ
認
さ
れ
た
日
の
ཌ
月
の

ø÷月úø日·Ͱਃड

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金

࿑
ࡂ

ࢭ

݈
߁
อ
࣋
૿
ਐ
へ

ʮͭࡾʯৗ࣌ਃΛड͚͚へ

ް࿑省

̓年度

ڞ
ಉ
༌

ૹ

な
ɹ
ɹ
ɹど

物
流
ޮ

Խ
ͷ

σ
ồ
λ
連
携
に
ิ
ॿ
ۚ

国交省

働
き
や
す
い
職
場
認
証

ւ
ࣄ
協
ձ

̒
݄
øý

·
Ͱ



ୈ1���号 ̎̌ ̎̑ ʢྩ̓ʣ̒ ݄�� ڠ（ � ） 会

東
京

ト
ラ
ッ
ク
交
通
Ҩ

ࣇ
等
ॿ
成
ࡒ
ஂ
に
、
次
の
方

か
ら
د
ෟ
が
あ
り
ま
し
た
。

˖

東
支
部（
দ
本
༗
司

支
部
長
）
ử
水
野
ޭ
会
長
に

د
ෟ
金
を
ଃ
ఄ
す
る
দ
本
ࢯ

᷁

øý


セ
メ
ン
ト
専

部
会

通
常
総
会

øþ


物
流
ܦ
営
࢜
՝
程
॓

ധ
研
म
˜
初

ӡ
స
ऀ
特

別
ߨ
श

øĀ


物
流
改
正
法
等
に
関

す
る
説
明
会
˜
੨
年
部
װ

事
会

ù÷


ւ
上
ί
ン
テ
φ
専


øý

 

12
時
ử
正
෭
会
長

会（
ఇ
国
ϗ
テ
ル
東
京
）

˝
13
時
30
分
ử
通
常
総
会

（
同
）
˝
14
時
30
分
ử
来

ෂ
祝
辞（
同
）
˝
15
時
10

分
ử
東
ト
政
࿈
通
常
総
会

（
同
）
˝
16
時
ử
࠙

会

（
同
）

øĀ

 

10
時
ử
引
越
専


部
会
引
越
基
本
ߨ
श（
全

ト
総
合
会
館
）

ù÷

 

16
時
ử
生
ί
ン
専


部
会
通
常
総
会（
東
ト

総
合
会
館
）

ùû

 

14
時
30
分
ử
出
൛
・

【
５
月
16
～
31
日
】

【
６
月
16
～
30
日
】

ਗ਼
౻


ޫ
）ࢯ
༗
限
会

社
ؙ

ӡ
輸
取
క

・
多
ຎ

支
部
）４
月
５
日
、
৺
ݪ
性


࠹
ખ

の
た
め
、
ࢮ
去
。

ÿ3
ࡀ
。告
別
ࣜ
は
４
月
８
日
、


中
ࢢ
・

の
風
ϗ
ー
ル


中
で
ࣥ
り
行
っ
た
。

ओ
は

࠺
、ઍ

子
ࢯ
。

ừ
๛
ౡ
ࢧ
෦
Ử

◆
ג
ࣜ
会
社
ス
ϓ
リ
ー
ド

ử
豊
島
۠
東

ା
１
の
25
の

６
̥
̢
̤

ା
２
֊
˜
ὸ

03
・
５
９
８
５
・
６
１
５
１

˜
一
般
՟
物
ӡ
ૹ（
普
通
ं

６

、小
ܕ
ं
22

）、利
用

ӡ
ૹ

ừ
࿅
അ
ࢧ
෦
Ử

◆
ג
ࣜ
会
社
日
ӫ
ࢴ
業
ử

࿅
馬
۠
豊
ۄ
南
２
の
10
の
７

˜
ὸ
03
・
３
９
９
３
・
５
０

６
４
˜
一
般
՟
物
ӡ
ૹ（
普

通
ं
３

、小
ܕ
ं
５

）

ừ

ཱ
ࢧ
෦
Ử

◆
ג
ࣜ
会
社
̡
̤
̠
̞
̖

̧
ử
北
۠
Ԧ
子
２
の
26
の
４

０
１
˜
ὸ
03
・
６
７
４
１
・

７
５
６
０
˜
利
用
ӡ
ૹ

◆
Ϡ
マ
ト
ӡ
輸
ג
ࣜ
会
社


北
ओ

支
ళ
ử

ཱ
۠
৽

田
１
の
９
の
１
Ԧ
子
Ϗ
ル
５

̛
˜
ὸ
03
・
５
６
５
６
・
２

６
０
３
˜
一
般
՟
物
ӡ
ૹ

（
小
ܕ
ं
４
０
１

）、
利
用

ӡ
ૹ◆

ݹ
܊
ӡ
ૹ
ג
ࣜ
会
社
ử

ᷤ
০
۠
Ԟ
ށ
３
の
７
の
６
˜

ὸ
03
・
５
８
７
５
・
６
４
３

１
˜
一
般
՟
物
ӡ
ૹ（
普
通

ं
１

、小
ܕ
ं
４

）、利

用
ӡ
ૹ

ừ
ଟ
ຎ
ࢧ
෦
Ử

◆
̩
̘
ワ
ー
ク
ス
ג
ࣜ
会

社
ử

ଂ
ଜ
ࢁ
ࢢ
残
ງ
１
の

ÿ9
の
１
̜
۠
ը
˜
ὸ
０
４

２
・
５
２
０
・
２
９
３
３
˜

一
般
՟
物
ӡ
ૹ（
普
通
ं
３


、小
ܕ
ं
２

）、軽
ं
྆

等
ӡ
ૹ（
１

）、利
用
ӡ
ૹ

部
会

員
会
˜
総
務
ҕ
員

会
ùü


東
ト
協
ド
ラ
イ
ό

ー
・
ί
ン
テ
ス
ト
実
Պ
ڝ

ٕ
ùý


取
扱
事
業
・
ੵ
合
専


部
会

員
会

ùþ


東
京
高

ಓ
࿏
交
通

安
全
協
ٞ
会
常

理
事
会

ùĀ


理
事
会
˜
ϩ
ジ
研
正

෭
本
部
長
会
ٞ
・
װ
事
会

合
同
会
ٞ

ҹ

・

本
・
取
次
専


部
会
通
常
総
会（
東

ϗ

テ
ル
レ
ό
ン
ト
東
京
）

ùü

 

16
時
ử
৯
料
・
酒

類
ҿ
料
専

部
会
通
常
総

会（
東
ト
総
合
会
館
ʗ
̬

̴
̱
ซ
用
）
˝
16
時
30
分

ử
同
意
見
交

会（
同
）

ùý

 

10
時
ử
引
越
専


部
会
引
越

理
ऀ
ߨ
श

（
全
ト
総
合
会
館
）

ùþ

 

11
時
ử
ঁ
性
部
正

෭
本
部
長
会
（ٞ
東
ト
総

合
会
館
）

東
京

ト
ラ
ッ
ク
協
会
多

ຎ
支
部（
ּ
ݪ
࢙
久
支
部
長
）

は
令
和
７
年
度
か
ら
、
ࡾ
Ҫ

ॅ
༑
ւ
上
Ր
ࡂ
保
ݥ
と
の
แ

ׅ
࿈
ܞ
協
定
を
క
結
し
、
２

０
２
４
年
問
題
へ
の
今
後

の
対
応
を
は
じ
め
、
会
員
企

業
の
ܦ
営
支
ԉ
を
行
っ
て
お

り
、
６
月
３
日
、
ཱ

ࢢ
の

ϗ
テ
ル
Τ
ϛ
シ
ア
東
京
ཱ


で
協
定
క
結
記
念
セ
レ
Ϟ
ニ

ー
を
開
࠵
し
た
。

同
支
部
は
�
年
度
よ
り
、

ࡾ
Ҫ
ॅ
༑
ւ
上
の
協
ྗ
で
２

０
２
４
年
問
題
セ
ϛ
φ
ー
や

ト
ラ
ッ
ク
̜
メ
ン
と
の
セ
ϛ

φ
ー
の
開
࠵
、
会
員
企
業
の

個
別
支
ԉ
な
ど
を
実
施
し
て

き
た
が
、
แ
ׅ
࿈
ܞ
協
定
を

క
結
し
た
こ
と
で
、
よ
り
多

く
の
会
員
企
業
へ
ܦ
営
支
ԉ

を
行
っ
て
い
く
。

協
定
で
は
、
ᶃ
̨
̙
̜
͂

ਪ
進
に
関
す
る
こ
と
、
ᶄ


ࡂ
・
減
ࡂ
お
よ
び
リ
ス
ク
マ

ω
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
こ

と
、
ᶅ
ӡ
輸
事
業
の
݈
全
な

発
展
に
資
す
る
こ
と
、
ᶆ
そ

の
ଞ
会
員
α
ー
Ϗ
ス
に
資
す

る
こ
と
Ổ
Ổ
に
つ
い
て
、
૬

ޓ
に
࿈
ܞ
し
て
ܦ
営
支
ԉ
を

ԁ

に
行
う
こ
と
に
よ
り
、

会
員
企
業
の
Ӭ
続
的
・
持
続

的
な
発
展
、

Ҭ
ܦ
ࡁ
の
活

性
化
を
図
る
も
の
。

こ
れ
ま
で
の
多
ຎ
支
部
ओ

࠵
の
セ
ϛ
φ
ー
や
研
म
会
へ

の
ߨ
ࢣ

ݣ
だ
け
で
な
く
、

個
別
会
員
企
業
で
の
開
࠵
に

も
対
応
す
る
。
ま
た
、
人
事

労
務
ア
ド
ό
イ
ス
と
し
て
、

ܦ
営
ऀ
か
ら
の
૬
ஊ
に
個
別

で
対
応
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
̨
̙
̜
͂
の

取
り
組
み
、
ࣗ
ಈ
ं
事
故


止
に
関
す
る
ί
ン
α
ル
テ
ィ

ン
ά
、

ࡂ
・
減
ࡂ
に
関
す

る
支
ԉ
と
し
て
、
事
業
ܧ
続

ྗ
強
化
計
ը
の
策
定
か
ら
ਃ


ま
で
の
α
ポ
ー
ト
、
̗
̘

̥
策
定
、
保
ݥ
ί
ン
α
ル
テ

ィ
ン
ά
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
で

支
ԉ
す
る
。
こ
れ
ら
の
支
ԉ

は
、
多
ຎ
支
部
会
員
事
業
ऀ

で
あ
れ
ば
、
無
ঈ
で
受
け
る

こ
と
が
で
き
る（
一
部
༗
ঈ
）。

記
念
セ
レ
Ϟ
ニ
ー
で
ּ
ݪ

支
部
長
は
、「
２
０
２
４
年

問
題
へ
の
対
応
に
当
た
り
、

個
々
の
企
業
だ
け
で
は
対
策

が
取
り
に
く
く
、
情
報
が


り
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
。

多
ຎ
支
部
の
情
報
発
信
や
会

員
事
業
ऀ
の
支
ԉ
を
ࡾ
Ҫ
ॅ

༑
ւ
上
が
α
ポ
ー
ト
す
る
も

の
だ
。
２
０
３
０
年
に

け

て
輸
ૹ
能
ྗ
が

下
す
る
中

で
、
今
い
る
会
員
事
業
ऀ
が

発
展
し
、
ັ
ྗ
あ
る
業
ք
と

し
て
い
く
た
め
に
、
改
ֵ
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
社
会
を
支
え
る
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
物
流
を
止
め
な

い
た
め
に
、
法
律
を
守
り
や

っ
て
い
け
る
こ
と
を
考
え
て

い
き
た
い
」と
ड़
べ
た
。

ࡾ
Ҫ
ॅ
༑
ւ
上
東
京
西
支

ళ
の
ت
多
ࢁ
真
ޗ
支
ళ
長

は
、「
物
流
の
２
０
２
４
年

問
題
は
、
ト
ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ
事

業
ऀ
や
ՙ
ओ
だ
け
で
な
く
、

消
අ
ऀ
を
ؚ
め
た
大
き
な
社

会
問
題
だ
。
こ
れ
ま
で
֤
企

業
と
の

の
つ
な
が
り
は
あ

っ
た
が
、
協
定
を
通
じ
て
多

ຎ
支
部
会
員
事
業
ऀ
と
の
໘

の
つ
な
が
り
が
で
き
た
。
֤

企
業
を
支
ԉ
す
る
こ
と
で
業

ք
の
発
展
に
つ
な
げ
て
い
き

た
い
」と
ड़
べ
た
。

東
ト
協

東
支
部（
দ
本

༗
司
支
部
長
）・

田
支
部

（
߳

ল
司
支
部
長
）・
ߥ


支
部（
金
ݪ
༟
一
支

部
長
）と
、
ਂ

支

部（
∁
ڮ
ܓ
一

支

部
長
）・

東
支
部

（
ઙ
野
利

支
部
長
）

は
６
月
２
日
、

田

۠
の
Ӫ
स
文
化
セ
ン

タ
ー
で
、
２
つ
の
第

東
ト
協
多
ຎ
支
部（
ּ
ݪ

࢙
久
支
部
長
）は
６
月
３
日
、

２
期
ϒ
ϩ

ッ
ク
合
同

に
よ
る「
物
流
改
正
法
に
関

す
る
説
明
会
」を
開
࠵
し
た
。

開
࠵
に
ઌ
ཱ
ͪ
、
দ
本


東
支
部
長
が「
協
会
で
進
め

て
い
る
ϒ
ϩ
ッ
ク
化
の
取
り

組
み
で
、

東
・

田
・
ߥ


と
ਂ

・

東
の
֤
パ
イ

ϩ
ッ
ト
ϒ
ϩ
ッ
ク
は
、
今
年

度
か
ら
第
２
期
ϒ
ϩ
ッ
ク
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
活
ಈ
し
て
い

る
。
今
回
は
、
さ
ら
に
ྗ
を

合
わ
せ
て
ϒ
ϩ
ッ
ク
支
部
が

合
同
で
説
明
会
を
実
施
す

る
も
の
で
、
複
ࡶ
な
法
改
正

の
た
め
、
こ
れ
ま
で
も
多
く

の
説
明
会
が

開
࠵
さ
れ
て

い
る
が
、
本

日
の
説
明
会

を
ࢀ
考
と
し

て
、
明
日
か

ら
の
業
務
に

反
ө
し
て
い

ཱ

ࢢ
の
ϗ
テ
ル
Τ
ϛ
シ
ア

東
京
ཱ

で
、
ܦ
営
研
म
会

を
開
࠵
し
た
。

開
࠵
に
ઌ
ཱ
ͪ
、

߁


෭
支
部
長（
総
務
ҕ
員
長
）

が「
法
改
正
に
よ
り
、

ら

な
い
で
は
ࡁ
ま
さ
れ
な
い
こ

と
が
増
え
て
い
る
。
多
ຎ
支

部
で
は
、
こ
れ
ら
に
対
応
す

る
た
め
の
情
報
発
信
を
し
て

お
り
、
研
म
会
な
ど
を
活
用

し
て
ほ
し
い
」と
ड़
べ
た
。

続
い
て
、
ओ
࠵
ऀ
を

表

し
て
ּ
ݪ
支
部
長
が「
本
日

の
研
म
会
は
今
年
度
か
ら
、

ࡾ
Ҫ
ॅ
༑
ւ
上
Ր
ࡂ
保
ݥ

と
の
แ
ׅ
࿈
ܞ
協

定
に
基
づ
き
、
会

員
α
ポ
ー
ト
の
一

環
と
し
て
実
施
す

る
。
今
後
は
ՙ
ओ

と
の
ӡ
賃
交
ব
な

ど
、
個
別
で
の
૬

た
だ
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ

し
た
。

説
明
会
は
、
全
日
本
ト
ラ

ッ
ク
協
会
の
金
子
و
࢙
企
ը

部
長
が
ߨ
ࢣ
と
な
り
、
৽
物

効
法
・
改
正
՟
物
ࣗ
ಈ
ं
ӡ

ૹ
事
業
法
に
つ
い
て
、
改
正

の
झ
旨
や
事
業
ऀ
が
取
り
組

む
べ
き
ા
ஔ
な
ど
を
、
事
業

ऀ
か
ら
の
࣭
問
が
多
い
ポ
イ

ン
ト
を
౿
ま
え
て
解
説
。
書

໘
交

の
༷
ࣜ
な
ど
、
全
ト

協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
に
ܝ
載
し

て
い
る
ࢀ
考
資
料
を
活
用
す

る
よ
う
呼
び
か
け
た
。

ま
た
、
ઌ
月
成
ཱ
し
た
改

正
下

法
や
、
今
国
会
で
৹

ٞ
中
の
改
正
՟
物
ࣗ
ಈ
ं
ӡ

ૹ
事
業
法
な
ど
に
つ
い
て
も

解
説
し
た
。

最
後
に
、
߳


田
支
部

長
が「
法
改
正
で
初
め
て
ฉ

く
用
語
や
シ
ス
テ
ム
で
分
か

ら
な
い

が
多
い
と
思
う
。

理
解
を
ਂ
め
る
た
め
、
ٸ
ᬎ

ஊ
に
も
対
応
し
て
い
き
た

い
」
と
ड़
べ
た
上
で
、
ඪ
準

的
ӡ
賃
に
つ
い
て
、「
օ
༷

の
協
ྗ
に
よ
り
、
支
部
ಧ
出

率
が
9ÿ
％
を

え
た
。
ಧ
出

が
目
的
で
は
な
く
、
ՙ
ओ
か

ら
適
正
な
ӡ
賃
・
料
金
を
い

た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
、
こ

れ
か
ら
が
始
ま
り
だ
。
長
時

間
労
働
改
ળ
だ
け
で
な
く
、

ド
ラ
イ
ό
ー
の
生
活

上
も

必
要
」と
強
ௐ
し
た
。

研
म
会
は
、
多
ຎ
支
部
と

ࡾ
Ҫ
ॅ
༑
ւ
上
Ր
ࡂ
保
ݥ
と

の
แ
ׅ
࿈
ܞ
協
定
に
基
づ
い

て
開
࠵
さ
れ
る
も
の
で
、
̢

̨
ˍ
̖
̙
ܦ
営
α
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の

Ӭ
߶
生
）ࢯ
中

小
企
業

断
࢜
・
社
会
保
ݥ

労
務
࢜
）が「『
改
正
・
物
流

関
࿈
二
法
』
を
ຯ
方
に
〜
法

改
正
を

い
風
に
す
る
た
め

に
不
可
欠
な
ポ
イ
ン
ト
〜
」

を
テ
ー
マ
に
ߨ
ԋ
し
た
。


Ӭ
ࢯ
は
、「
誰
が
」「
い

５
支
部
で
の
説
明
会
の
開
࠵

と
な
っ
た
が
、
法
改
正
に
対

応
す
る
に
は
、
今
回
の
説
明

会
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
も

説
明
の
ػ
会
を
設
け
た
い
」

と
ड़
べ
た
。

つ
か
ら
」「
Կ
を
」「
ど
う
す

る
」
の
か
、
事
業
ऀ
の
対
応

を
具
体
的
に
説
明
。
今
回
の

法
改
正
で
、
適
正
ӡ
賃
・
料

金
の
ऩ
受
に
つ
な
が
り
、
ド

ラ
イ
ό
ー
の
待
۰
改
ળ
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
と
ड़
べ
た
。

最
後
に
、

ዳ
子
総
務
෭

ҕ
員
長
が
ด
会
の
あ
い
さ
つ

を
行
っ
た
。

౦
τ
ڠ
ࣄ

ہ
ਓ
ࣄ

５
月
31
日

退
職（
業
務
部
交
通
・
環

境
̜
係
員
）高

ֆ
理

東
ト
協
は
こ
の
ほ
ど
、「
ト

ラ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
̩
̤
̠
̮

̤
２
０
２
５

〜

子
で
体

ݧ
ʂ
安
全
と

環
境
〜
」
の

開
࠵
に

け

て
、
会
員
事

業
ऀ
か
ら
の

協
ࢍ
を
呼
び
か

け
て
い
る
。

今
年
の
フ
ェ
ス
タ
は
９
月

14
日
、
ौ
୩
۠
・

々

公

Ԃ
で
開
࠵
す
る
。
こ
れ
に


い
、
全
会
員
に
対
し
、
水
野

ޭ
会
長
と
フ
ェ
ス
タ
実
行
ϓ

ϩ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
・


本
উ

෭
会
長
の
࿈
名
で
要


文
書
を
発
出
し
、
協
ࢍ
へ

の
協
ྗ
を
ٻ
め
て
い
る
も
の

（
ຊ
߸
に
協
ࢍ
の
要

文
書
・

案
内
ν
ラ
シ
を
同
෧
）

開
࠵
に
当
た
り
、
交

金

と
一
般
会
計
で
の
取
り
組
み

と
を
༗
ػ
的
に
࿈
ܞ
し
て

ӡ
営
し
て
い
る
が
、
昨
今
の

協
会
の
ࡒ
政
状
گ
か
ら
、
会

員
事
業
ऀ
に
対
し
て
イ
ϕ
ン

ト
開
࠵
の
झ
旨
に
ࢍ
同
を
ٻ

め
、
今
年
度
も
協
ࢍ
金
を
ื

る
こ
と
と
し
た
。

協
ࢍ
金（
１
口
５
０
０
０

ԁ
か
ら
）の
ਃ
し
込
み
は
、

東
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ
内

「
ト
ラ
ッ
ク
フ
ェ
ス
タ
̩
̤

̠
̮
̤
２
０
２
５
」
会
員
協

ࢍ
ਃ
し
込
み
フ
Ỽ
ー
ム
か
ら

可
能
と
な
っ
て
い
る
。

˜
問
い
合
わ
せ
ઌ
ử
東
ト

協
業
務
部
交
通・環
境
（̜
ὸ

03
・
３
３
５
９
・
３
６
１
８
）

ͱͷࡂҪॅ༑ւ্Րࡾ
แׅ࿈ڠܞఆΛక݁

ΑΓଟ͘ձһͷܦӦࢧԉ
౦
ト
協
ଟ
ຎ
支
部

߹
ಉ
Ͱ

ྲྀ
վ
ਖ਼
๏
આ
໌
会

ܦ
Ӧ
ݚ
म
会

東ト協 多摩支部

法
改
正
対
応
へ
会
員
サ
ポ
ー
ト

๏改正ରԠٸᬎ։࠵

東ト協

トラックτϥοΫ
ϑΣελ

賛
同
・
協
賛
の
お
願
い

東ト協�第２ظϒϩοΫ
台東・墨田・荒川

深川・城東
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మ
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మ
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߯

（
５
月
14
日
、
東
ト
総
合
会

館
・
三
村
文
雄
部
会
長
）

మ
߯

ྲྀ
҆
શ
༌
ૹ
ڠ
ٞ
ձ

෦
ձ
ͱ
౷
߹

ن

Λ
վ
ਖ਼

令
和
６
年
度
事
業
報
告
・

ऩ
支
決
算
と
、７
年
度
事
業

計
ը
・
ऩ
支
予
算
に
つ
い
て

৹
ٞ
・
ঝ
認
し
た
。

組
৫
体
制
の
見

し
に
つ

い
て
、
ݱ
状
で
は
మ
߯
部
会

と
మ
߯
物
流
安
全
輸
ૹ
協

ٞ
会
が
ࠞ
在
し
て
お
り
、
ଞ

の
専

部
会
に
は
例
が
な
い

状
گ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
మ
߯
部
会
が
協
ٞ
会

を
ٵ
ऩ
合
ซ
す
る
こ
と
と
し

た
。
そ
の
際
、
東
ト
協
会
員

以
外
の
事
業
ऀ
も
、
మ
߯
部

会
の
構
成
メ
ン
ό
ー
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
మ
߯

部
会
規
約
を
改
正
し
た
。

な
お
、

員
の
一
部
を
変

更
し
、
৽
た
に
෭
部
会
長
に


ݪ
߶
ؽ
ࢯ
を
選

し
た
。
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（
５
月
14
日
、箱
根
湯
本
富
士

屋
ホ
テ
ル
・
内
宮
昌
利
部
会

長
）

ಛ
ं
੍


݅
؇

Λ
ཁ


֤
෦
ձ
࿈
ܞ
Ͱ
࣮
ݱ

ࢦ
͢

令
和
６
年
度
事
業
報
告
・

ऩ
支
決
算
と
、７
年
度
事
業

計
ը
・
ऩ
支
予
算
に
つ
い
て

৹
ٞ
・
ঝ
認
し
た
。

今
年
度
事
業
計
ը
で
は
、

٤
ۓ
の
՝
題
で
あ
る
特
घ
ं

྆
通
行
時
間
帯
条
݅
の
؇

和
や
、
༠
ಋ
ं
の

ஔ
条
݅

の
見

し
、
特
ं
通
行
ڐ
可

範
囲（
ੇ
法
・
重
ྔ
・
ं
種
）

の
可
能
な
限
り
の
最
大
化
な

ど
の
要
望
に
つ
い
て
、
実
ݱ

を
最
༏
ઌ
՝
題
と
し
、
全
日

本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
重
ྔ
、
మ

߯
、
మ
ࠎ
・
ڮ
ྊ
֤
部
会
や

関
東
・
甲
信
越
重
ྔ
部
会
と

࿈
ܞ
し
て
い
く
方

。

通
じ
て
、
۠
内
小
学
ߍ
の
৽

１
年
生
全
員
に
、
交
通
安
全

ܒ
発
ά
ッ
ズ
を
د
ଃ
し
て
い

る
。

د
ଃ
の
反
ࣹ
ࡐ

タ
ッ
ク
ル
ό
ン
ド

は
ࣗ
ಈ
ं
や
ࣗ
స

は
、
東
京

ト
ラ
ッ
ク
交
通

Ҩ
ࣇ
等
ॿ
成
ࡒ
ஂ
の
社
会
ߩ

ݙ
活
ಈ
の
一
環
と
し
て
ຖ

年
、
中
ԝ
۠
ڭ
ҭ
ҕ
員
会
を

東
ト
協
中
ԝ
支

部（
ᖒ
഼
३
支
部
長
）

੨
年
部（
水
野
ܓ
部

長
）は
５
月
2ÿ
日
、

中
ԝ
۠
内
の
小
学
ߍ

৽
１
年
生
に
対
し
、

交
通
安
全
ά
ッ
ズ
の

反
ࣹ
ࡐ
タ
ッ
ク
ル
ό

ン
ド
１
６
９
９
本
を

د
ଃ
し
た
。
こ
れ
に


い
同
日
、
中
ԝ
۠


ॴ
庁
ٞ
ࣨ
で
ଃ
ఄ

ࣜ
が
行
わ
れ
、
水
野

੨
年
部
長
が
ࢁ
本
ହ

人
۠
長
に
目
録
を
手

渡
し
た（
写
真
）。

同
支
部
੨
年
部

東
ト
協
は
５
月

25
日
、

中
ࢢ
の

ܯ
ࢹ
庁

中
ӡ
స

໔
ڐ
ࢼ
ݧ
場
で
、

令
和
７
年
度
第
46

回「
ド
ラ
イ
ό
ー・

ί
ン
テ
ス
ト
」
の

庁
交
通
部

理

の

౻


༤
交
通
総
務
՝
՝
長

理
が

実
Պ
ڝ
ٕ
の
ߨ
ධ
を
行
い
、

こ
の
後
、
成

発
表
と
֤


の
表
জ
が
行
わ
れ
た
。

個
人
表
জ
で
は
、東
ト
協・

水
野
ޭ
会
長
が
中
小
企
業
最

༏
ल
ऀ

を
त
༩
。続
い
て
、

֤
部

の
準
༏
উ
ऀ
お
よ
び

３
位
〜
５
位
入

ऀ
の

表

に
対
し
、
東
ト
協
会
長

を

ଃ
っ
た
。

֤
部

༏
উ
ऀ
の
表
জ
で

は
、
ܯ
ࢹ
庁
交
通
部
長

を


౻

理

が
、
東
ト
協
会

長

を
水
野
会
長
が
そ
れ
ぞ

れ
त
༩
し
た
。
さ
ら
に
、
総

合
༏
উ
の
Ӭ
Ҫ
さ
ん
に
対
し

て
、
東
京


事

が

ࢢ


備
局

ࢢ
基
൫
部
の
Ԭ
本

݈
一
物
流
ௐ
ࠪ
୲
当
՝
長
か

ら
ଃ
ら
れ
た
。

事
業
ॴ
表
জ
で
は
、
総
合

༏
উ
の
Ӭ
Ҫ
さ
ん
が
ॴ
ଐ
す

る
西
ೱ
ӡ
輸
ۋ
ࢳ
ொ
支
ళ

に
、
東
京
ӡ
輸
支
局
の
৫
田

ཅ
一
支
局
長
か
ら
支
局
長


が
त
༩
さ
れ
、
ま
た
、
関
東

実
Պ
ڝ
ٕ
を
実
施
し
た
。
実

Պ
ڝ
ٕ
に
は
学
Պ
ڝ
ٕ
で
上

位
の
成

を
挙
げ
た
会
員
事

業
ऀ
ॴ
ଐ
の
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ

イ
ό
ー
36
人
が
出
場
し
、
日

頃
ഓ
っ
た
交
通
法
令
९
守
と

ӡ
స
ٕ
能
を
ڝ
っ
た
。

開
会
ࣜ
で
は
ド
ラ
イ
ό
ー

ί
ン
テ
ス
ト
実
行
ҕ
員
長

（
ӡ
輸
安
全
ҕ
員
長
）の


本
উ

෭
会
長
が
選
手
を
ܹ

ྭ
し
た
。

一
般
部
（
２
Ἁ
・
４
Ἁ
・

11
Ἁ
・
ঁ
性
）の
実
Պ
ڝ
ٕ

い
た
だ
け
れ
ば
、
ト
ラ
ッ
ク

業
ք
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
ϓ
に

つ
な
が
る
」と
ड़
べ
た
。

こ
の
後
、
大
会
実
行
ҕ
員

長
の

本
উ

෭
会
長
が
ด

会
の
あ
い
さ
つ
を
ड़
べ
た
。

で
は
、
ӡ
స
ૢ
作
や
法
規
ཤ

行
、
ί
ー
ス

行
、
՝
題


行
、
ӡ
స
態
度
な
ど
に
つ
い

て
、
ࢼ
ݧ
場
の
ٕ
能
ࢼ
ݧ


が
同
乗
し
て
࠾

。
な
お
、

ト
レ
ー
ラ
部

は
開
会
ࣜ
前

に
実
施
し
、
あ
い
࿏
・
ス
ラ

東
京

ト

ラ
ッ
ク
協
会

は
、
ܯ
ࢹ
庁

交
通
部
と
ڞ

࠵
に
よ
り
令

和
７
年
度
第

46
回
ド
ラ
イ

ό
ー
・
ί
ン

テ
ス
ト
を
実

施
。
５
月
25

日
の
実
Պ
ڝ

ٕ
に
続
き
、

６
月
２
日
、

東
ト
総
合
会
館
で
表
জ

ࣜ
を
開
࠵
し
た
。

今
大
会
で
は
、
４
Ἁ

部

に
出
場
し
た
西
ೱ

ӡ
輸
ۋ
ࢳ
ொ
支
ళ（
全

流
協
）の
Ӭ
Ҫ
ਸ
生
さ

交
通
ڞ
ࡁ
協
同
組
合
理
事

長
・
東
京
ࣗ
ಈ
ं
ൢ
ച
協
会


が
日
本
ࣗ
ಈ
ं
ൢ
ച
協
会

࿈
合
会
東
京

支
部
・
ࡉ
প

૱
専
務
理
事
か
ら
ଃ
ら
れ
た
。

表
জ
後
に
水
野
会
長
が
あ

い
さ
つ
に
ཱ
ͪ
、
選
手
の
݈

ಆ
を
ࢌ
え
、「
ϓ
ϩ
ド
ラ
イ

ό
ー
と
し
て
の
社
会
的

務

を
े
分
に
ࣗ
֮
さ
れ
、安
全・

安
৺
、
無
事
故
無
違
反
を
Ϟ

ッ
ト
ー
に
、
職
場
の
後
ഐ
は

も
と
よ
り
、
特
に
一
般
ド
ラ

イ
ό
ー
の
手
本
と
な
り
、
எ

み
な
い

ྗ
の
ܧ
続
に
よ

り
、
安
全
に
対
す
る
意
識
の

高
༲
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
ό

ー
の
社
会
的
ධ
Ձ
を
さ
ら
に

高
め
て
ほ
し
い
」と
ड़
べ
た
。

続
い
て
、
来
ෂ
を

表
し

て
、
東
ӡ
支
局
の
৫
田
支
局

長
が
あ
い
さ
つ
し
、「
出
場

ऀ
の
օ
さ
ん
が
将
来
の
༏
ल

な
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
ό
ー
を

ҭ
て
、
安
全
な
交
通
環
境
を

つ
く
り
、
ܦ
ࡁ
に
ߩ
ݙ
し
て

外
の
༏
উ
ऀ
は
２
Ἁ
部

が

ハ
φ
ワ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
の

༄
ᖒ
༏
ే
さ
ん
、
11
Ἁ
部


が
多
ຎ
ӡ
ૹ
の
高
ڮ
昭

さ

ん
、
ঁ
性
部

が
ハ
φ
ワ
ト

ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
の
大
内
ྰ
ಸ

ん
が
、
֤
部

を
通
じ
て
ト

ッ
ϓ
の
成

を
ऩ
め
て
総
合

༏
উ
し
、
東
京


事

を

受

し
た
。

֤
部

上
位
入

ऀ
な
ど

は
ද
の
通
り
。
４
Ἁ
部

以

さ
ん
、
ト
レ
ー
ラ

部

が
ϩ
ジ
ス
テ

ィ
ー
ド
東
日
本
の

中
୩
ޫ

さ
ん
。

ま
た
、
中
小
企

業
ॴ
ଐ
の
最
高
ಘ


ऀ
に
ଃ
ら
れ
る

中
小
企
業
最
༏
ल

ऀ

は
、
２
Ἁ
部


で
༏
উ
し
た
ハ

φ
ワ
ト
ラ
ン
ス
ポ

ー
ト（
中
ԝ
支
部
）

の
༄
ᖒ
さ
ん
が
受


し
た
。

今
大
会
に
は
会

員
事
業
ऀ
の
ド
ラ

イ
ό
ー
53
人
が
出

場
。
４
月
24
日
に

学
Պ
ڝ
ٕ
を
行

ϩ
ー
ム

行
、
ं
ݿ
入
れ
な

ど
の
ڝ
ٕ
に

ઓ
し
た
。

学
Պ
ڝ
ٕ
と
実
Պ
ڝ
ٕ
の

成

を
ซ
せ
た
総
合
成

に

よ
り
、
༏
উ
ऀ
を
は
じ
め
上

位
入

ऀ
を
決
定
し
た
。

い
、
成

上
位
の
36
人
が
５

月
25
日
の
実
Պ
ڝ
ٕ
に
出
場

し
、
ϓ
ϩ
ド
ラ
イ
ό
ー
の
ӡ

స
ٕ
ज़
な
ど
を
ڝ
っ
た（
ه

ࣄ
ผ
ܝ
）。

表
জ
ࣜ
で
は
ま
ず
、
ܯ
ࢹ

ं
の
ラ
イ
ト
に
反
ࣹ

し
、
ࣇ
ಐ
が

や
カ

ό
ン
に

ண
す
る
こ
と
で
ࢹ

認
性
を
高
め
、
周
り
に
ଘ
在

を
ア
ϐ
ー
ル
で
き
る
も
の
。

ス
イ
ッ
ν
を
入
れ
る
と
、
内

ଂ
さ
れ
た
̡
̚
̙
に
よ
り
タ

ッ
ク
ル
ό
ン
ド
が
発
（ޫ
常

౮
・

໓
）す
る
こ
と
で
、

間
の
ࢹ
認
性
を
高
め
て
い
る
。

な
お
、
ό
ン
ド
に
は「
東

京

ト
ラ
ッ
ク
協
会
中
ԝ
支

部
੨
年
部
」
と
、
東
ト
協
・

ܯ
ࢹ
庁
交
通
部
に
よ
る
交
通

安
全
活
ಈ「
い
っ
し
ょ
に
安

全
ʂ
」の
ϩ
ΰ
が
ҹ

さ
れ
、

長
く

し
ま
れ
て
い
る
。

反
ࣹ
ࡐ
タ
ッ
ク
ル
ό
ン
ド

の
د
ଃ
は
、
今
年
で
７
年
࿈

続
と
な
り
、
同
۠
の
小
学
生

の
交
通
安
全
の
シ
ン
Ϙ
ル
と

し
て
認

・
ධ
Ձ
さ
れ
て
い

る
。ଃ

ఄ
ࣜ
で
は
、
ࢁ
本
۠
長

が
同
支
部
੨
年
部
の
長
年
に

わ
た
る
取
り
組
み
を
高
く
ධ

Ձ
。
人
手
不

問
題
か
ら
東

ト
協
の
ࣇ
ಐ
ֆ
ը
作
品
ί
ン

テ
ス
ト
な
ど
、
業
ք
に
つ
い

て
意
見
交

を
行
い
、
改
め

て
社
会
全
体
で
交
通
安
全
に

取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
を

確
認
し
た
。

同
日
は
、
中
ԝ
۠
ڭ
ҭ
ҕ

員
会
の
平
ྛ
࣏
थ
ڭ
ҭ
長
や

北
ᖒ
ઍ
ܙ
子
事
務
局
次
長
、

ѳ
ඒ


ݩ
ڭ
ҭ
ҕ
員
、
ਗ਼

水
真
ل
事
務
局
学
務
՝
長
が

出
席
。
中
ԝ
支
部
か
ら
は
ᖒ

഼
支
部
長
を
は
じ
め
、
Ӊ
野

政
༤・ؠ
田
ږ

෭
支
部
長
、

水
野
੨
年
部
長
、
ѳ
ඒ
明


੨
年
部
װ
事
、

大
ี
前
੨

年
部
長
が
同
席
し
た
。

։会ࣜにࢀՃ͢Δϓϩυϥイόー ��ਓ

ຊ࣮ߦҕһの号ྩͰٕڝελーτ

τϨーϥ෦はεϥϩームにઓ

Ͱӡసٕज़Λ൸࿐ߦίーεࣈ̨

東ト協ドラコン入賞者一覧
部  門 名  前 所属事業所名

東京都知事賞
̐トϯ ӬҪ�ਸੜ ೱӡ༌ࢳۋொࢧళ

各部門上位入賞者

２
ト
ϯ

�Ґ ༄ᖒ�༏ే ϋφϫトϥϯεϙʔトटݍΤϦΞۀࣄ෦東ژӦۀॴ

�Ґ ࢘�ాٱࠤ ϋφϫトϥϯεϙʔトटݍΤϦΞۀࣄ෦東ژӦۀॴ

�Ґ ాߊ�Ұ ଟຎӡૹ本ࣾ

�Ґ �৴ೋ ଟຎӡૹ本ࣾ

�Ґ দ࡚ݡ� γεςϜαʔϏε本ࣾڥ

̐
ト
ϯ

�Ґ ӬҪ�ਸੜ ೱӡ༌ࢳۋொࢧళ

�Ґ দӜ�അ ＮＸΩϟογϡɾϩδεςΟΫε東日本౷ׅࢧళ

�Ґ �ޱࢁ ＮＸΩϟογϡɾϩδεςΟΫε東日本౷ׅࢧళ

�Ґ ਆా�ޫҰ ＮＸΩϟογϡɾϩδεςΟΫε東日本౷ׅࢧళ

�Ґ ௶Ҫ� ೱӡ༌東ࢧژళ

øø
ト
ϯ

�Ґ �তڮߴ ଟຎӡૹ本ࣾ

�Ґ ࢙ఴ�ॆߴ 日本༣ศ༌ૹ東ࣾࢧژ

�Ґ ᐩҪ�ฏ 日本௨ӡϑΥϫʔσΟϯάϏδωεϢχοトߤւӡ౷ׅ෦東ژւӡࢧళ
ࣗಈंۀࣄॴ

�Ґ ൧ඌ�৴ 中ԝӡ༌ۀڵ本ࣾ

�Ґ Ѩ෦�ত ೱӡ༌ཱࢧళ

ঁ

ੑ

�Ґ େ�ྰಸ ϋφϫトϥϯεϙʔトटݍΤϦΞۀࣄ෦東ژӦۀॴ

�Ґ ՚ݪ�ඒึ ̨̩ ωοトϫʔΫ東ࢧژళ

�Ґ �ຌࢠۚ 日本ۭߓϩδςϜฏౡӦۀॴ

ト
Ϩ
ồ
ϥ

�Ґ த୩�ޫ ϩδεςΟʔυ東日本ೆؔ東༌ૹӦۀॴ

�Ґ Ҫޱ�३ 日本௨ӡϑΥϫʔσΟϯάϏδωεϢχοトߤւӡ౷ׅ෦東ژւӡࢧళ
ࣗಈंۀࣄॴ

�Ґ খদ�༏հ ϓϥΠϜྲྀ本ࣾӦۀॴ

�Ґ ૼӽ�ษ ηϯίʔΤʔϥΠϯΞϚϊ東ژӦۀॴ

中小企業最優秀者賞
２トϯ ༄ᖒ�༏ే ϋφϫトϥϯεϙʔトटݍΤϦΞۀࣄ෦東ژӦۀॴ

東京運輸支局長賞
関東交通共済協同組合理事長・東京自動車販売協会賞
４トン ೱӡ༌ࢳۋொࢧళ

ɺߴ（ੑঁ）Β෦༏উऀのத୩͞Μ（τϨーϥ）ɺେ͞Μ͔ࠨ Μ͞ڮ
（11ᶦ）ਫ会ɺ૯合༏উのӬҪ͞Μ（̐ᶦ）ɺ༄ᖒ͞Μ（̎ᶦ）

ࣹࡐλοクルόϯυ

ຊ۠にΛख͢ਫ੨෦（தԝ）ɺࢁ
ҭ᷁ڭɺલ෦ͱฏྛࣄװѳඒ（Β͔ࠨ）

υϥίϯ
࣮Պٕڝ 学科上位36人が運転技能競う

υϥΠόʔɾίϯςετୈûýճ
東ト協

ớ

ೱ
ӡ
༌
Ờ

総
合
優
勝
は
４
㌧
部
門
・
永
井
さ
ん

ࣹࡐλοΫϧόϯυ
ཱ۠খ৽１ੜʹدଃ

౦
ト
協
中
央
支
部
青
年
部



ୈ1���号 ̎̌ ̎̑ ʢྩ̓ʣ̒ ݄�� （ � ）૯ 合

ܯ

庁
の
交
通
事

故
統
計（
４
月
末
ྦྷ
計
）

に
よ
る
と
、
事
業
用
՟

物
ࣗ
ಈ
ं
・
第
一
当

事
ऀ
の
ࢮ

事
故
݅

数（
軽
՟
物
ं
を
除
く
）

は
67
݅
で
、
前
年
同
期

比
２
（݅
２
・
９
％
）

減
少
し
た
。

ं
種
別
に
み
る
と
、
ࢮ


事
故
݅
数
が
最
も
多
い
大
ܕ

ं
が
37
݅
で
同
４
（݅
９
・

８
％
）
減
少
し
て
お
り
、
準

中
ܕ
ं
も
10
݅
で
同
２
݅

（
16
・
７
％
）減
少
し
た
。

一
方
、
中
ܕ
ं
は
1ÿ
݅
で

同
２
（݅
12
・
５
％
）多
く
、

普
通
ं
は
２
݅
で
前
年
同
期

に
は
ະ
発
生
だ
っ
た
が
、
２

݅
増
Ճ
し
た
。

こ
れ
ら
の
う
ͪ
、中
・ܕ

準
中
ܕ
・
普
通
ं
の
３
ं

種
合
計
で
は
30
݅
で
同

２
（݅
７
・
１
％
）増
Ճ
。

ま
た
、
大
ܕ
ं
と
こ
れ
ら

３
ं
種
類
の
内
数
で
あ

る
、
ト
レ
ー
ラ
は
10
݅
で

同
５
（݅
１
０
０
％
）
増

え
て
い
る
。

月
別
で
み
る
と
、
１
月
が

1ÿ
݅
で
前
年
同
月
比
１
݅

（
５
・
３
％
）
少
な
か
っ
た

が
、
２
月
は
1ÿ
݅
で
同
２
݅

（
12
・
５
％
）の
増
Ճ
。
３

月
は
15
݅
で
増
減
は
な
か
っ

た
が
、
４
月
が
16
݅
で
同
３

（݅
15
・
８
％
）減
少
し
た
。

な
か
で
も
、
大
ܕ
ं
が
前
年

を
下
回
り
減
少


に
な
っ

て
い
る
が
、
中
ܕ
ं
は
前
年

を
上
回
る
増
Ճ


に
あ
る
。

令
和
６
年
は
年
間
２
０
０

݅
で
前
年
比
１
（݅
０
・
５

％
）
増
Ճ
し
、
２
年
࿈
続
の

増
Ճ
と
な
っ
て
い
た
。
今
年

は
、
全
体
で
減
少


に
స

じ
た
と
も
い
え
る
が
、
ࢮ


事
故

止
に

け
て
改
め
て

ް
生
労
働
ল
は
５
月
30

日
、
令
和
６
年（
１
〜
12
月

ʗ
৽
ܕ
ί
ϩ
φ

イ
ル
ス
ײ

છ

へ
の
り
ױ
に
よ
る
も
の

を
除
く
）の
労
働
ࡂ

発
生

状
）گ
確
定

）を
公
表
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
全
࢈
業

の
ࢮ

ऀ
数
は

７
４
６
人
で
前

年
比
９
人（
１
・

２
％
）少
な
く
、

過
去
最
少
を
更

৽
し
た
。
し
か

し
、
ࢮ
ই
ऀ
数

（
ٳ
業
４
日
以

上
）は
13
ສ
５
７
１

８
人
で
同
３
４
７
人

（
０
・
３
％
）多
く
、

４
年
࿈
続
の
増
Ճ
と

な
っ
た
。（
以
下
、
増
減
は
前

年
比
）。
ࢮ
ই
年
ઍ
人
率
は

２・35
で
０・01
⻲
減
少
し
た
。

業
種
別
に
み
る
と
、

上

՟
物
ӡ
ૹ
事
業
に
お
け
る
ࢮ


ऀ
数
は
１
０
８
人
で

２
人（
１
・
８
％
）
の

減
少
と
な
り
、
業
種
別

で
ݐ
設
業
、


業
に

次
い
で
３
番
目
に
多

か
っ
た
。
一
方
、
ࢮ
ই

ऀ
数
は
１
ສ
６
２
９
２

人
で
77
人（
０
・
５
％
）

の
増
Ճ
と
な
っ
た
。
業

種
別
で
は
４
番
目
に
多

全
ト
協
は
、
令
和

７
年
度「
ト
ラ
ッ
ク

ӡ
ૹ
業
ք
に
お
け
る

不
正
改

ं
ഉ
除
ӡ

ಈ
」
を
実
施
す
る
。

業
ք
で
は
年
間
を
通

じ
て
ਪ
進
し
て
い
る

が
、
国

交
通
ল
は

６
月
を「
強
化
月
間
」

と
し
て
設
定
し
、
特

に
重

を
ஔ
い
て
ӡ

ಈ
を
実
施
す
る（
ຊ

߸
ʹ
ν
ϥ
γ
ಉ
෧
）。

不
正
改

の
重


ഉ
除
項
目（
５
項
目
）は
次

の
通
り
。

ᶃ
タ
イ
Ϡ
お
よ
び
ϗ
イ
ー

ル（
回
స
部
分
）の
ं
体
外

へ
の
は
み
出
し
、
ᶄ
౮
ޫ
の

৭
が
不
適
切
な
౮
Ր
ث
お
よ

び
回
స
౮
な
ど
の
取
り


い
。事

故
の
ܕ
別
に
み
る
と
、

ࢮ

ࡂ

で
は「
交
通
事
故

（
ಓ
࿏
）」
が
39
人
で
９
人

（
1ÿ・８
％
）の
減
少
と
な
り
、

全
体
の
31
・
７
％
を

め
、

引
き
続
き
最
も
多
か
っ
た
。

一
方
、
ࢮ
ই
ࡂ

で
は
ՙ


作
業
中
な
ど
の「

མ
・

స
མ
」
が
４
１
８
８
人
で
19

人（
０
・
５
％
）減
少
し
た
。

ま
た
、「
స

」が
２
９
８
０

人
で
同
20
人（
０
・
７
％
）

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

は
、
令
和
７
年
度
の
༏
ल
ӡ

స
ऀ
ݦ
জ
を
行
い
ま
す
。
こ

れ
に

い
、
東
京

ト
ラ
ッ

ク
協
会
で
は
、
֤
会
員
事
業

ॴ
の
ݦ
জ
基
準
に
該
当
す
る

ީ
ิ
ऀ
に
つ
い
て
、
֤
支
部

を
通
じ
て
７
月
31
日
ま
で
に

東
ト
協
本
部
で
ਪ
ન
を
受
け


け
て
い
ま
す
。

ừ
ݦ
জ
ͷ
ج
४
Ử

（
１
）
東
ト
協
会
員
の
事
業

ॴ
で
ݱ
在
ӡ

స
ऀ
と
し
て

勤
務
し
て
い

る
ऀ
で
、
か

つ
ӡ
స
ऀ
で
あ
っ
た
期
間
が

通
算
し
て
ᶃ
ຬ
20
年
以
上

（
金
े
字
ষ
）、
ᶄ
ຬ
10
年
以

上（
銀
े
字
ষ
）で
、こ
の
間

無
事
故
・
無
違
反
の
ऀ

（
２
）無
事
故・無
違
反
と
は
、

次
に
定
め
る
ऀ
以
外

ᶃ
人

に
係
わ
る
事
故
を

ى
こ
し
た
ऀ
、
ᶄ
物
損
事
故

で
損

額
１
ສ
ԁ
を

え
る

事
故
を
ى
こ
し
た
ऀ
、
ᶅ
事

故
ま
た
は
違
反
に
よ
り
േ
金

以
上
の
ܐ
に
処
せ
ら
れ
た
ऀ

（
反
則
金
の
ೲ

が
必
要
な

軽
ඍ
な
違
反
は
無
違
反
と
す

る
）

（
３
）
無
事
故
・
無
違
反
の

期
間
は
、７
年
５
月
31
日
を

基
準
日
と
し
て

及
し
て
算

出
˞
必
ず
し
も
銀
े
字
ষ
か

ら
ਃ

す
る
必
要
は
な
く
、

基
準
に
応
じ
た
種
類
の
ষ
を

ਪ
ન
し
て
く
だ
さ
い
。

˞
ط
に
ݦ
জ
を
受
け
て
い

る
ऀ
は
、
࠶
び
同
種
の
ষ
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、
重
複
し
て
ਪ
ન
し
な
い

増
Ճ
し
た
。

こ
れ
ら
に
次
い
で
多
い

「
ಈ
作
の
反
ಈ
・
無
理
な
ಈ

作
」
は
２
８
５
０
人
で
52
人

（
１
・
８
％
）、「
は
さ
ま
れ
・

ר
き
込
ま
れ
」
は
１
６
１
７

人
で
57
人（
３
・
４
％
）、「
ܹ

突
」
が
１
１
４
１
人
で
12
人

（
１
・
０
％
）そ
れ
ぞ
れ
減

少
し
た
。


ӡ
業
で
は
ՙ

作
業
中

の「

མ
・
స
མ
」
ࡂ

が

ݐ
設
業
に
次
い
で
２
番
目
に

多
く
、
全
体
の
20
・
２
％
を


め
る
。

ް
労
ল
は
労
働
安
全
Ӵ
生

規
則
を
改
正
し
、
ՙ

作
業

時
の
ঢ
降
設
備
の
設
ஔ
や
テ

ー
ル
ή
ー
ト
リ
フ
タ
ー
ૢ
作

に
関
す
る
特
別
ڭ
ҭ
な
ど
を

義
務
化
し
、
そ
の

止
に


け
て
改
正
規
則
の
९
守
ప
ఈ

を
図
っ
て
い
る
。

ӡ
స
ऀ
に
注
意
ש
ى
し
、
指

ಋ
を
ప
ఈ
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
一
般
ं
を
ؚ
め
た

ࢮ

事
故
全
体
の
発
生
݅
数

は
７
９
７
݅
で
同
3ÿ
（݅
５
・

０
％
）増
Ճ
し
て
い
る
。

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
過
去
の
受
ষ
に
つ

い
て
は
、
備
考
ཝ
に
明
記
す

る（
˓
˓
年
˖
ষ
受
ষ
）

ừ
ఏ
ग़
ॻ
ྨ
Ử

ਪ
ન
書（
̖
４
判
）１
部

（
༷
ࣜ
は
東
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ

ー
ジ
か
ら
ダ

ン
ϩ
ー
ド
が

可
能
）。
事
業
ॴ
別
に
ま
と

め
て
作
成
す
る
こ
と

ừ

͍
߹
Θ
ͤ
ઌ
Ử

東
ト
協
֤
支
部
、
ま
た
は

本
部
総
務
部
総
務
・
支
部
支

ԉ
（̜
ὸ
03
・
３
３
５
９
・

６
２
５
２
）

け
、
な
ら
び

に
保
安
基
準

上
、

備
が

義
務
化
さ
れ

て
い
る
౮
Ր

）ث
例
ʗ
側

໘
方

指
示

ث
）の
取
り

外
し
、
ᶅ
前
໘
Ψ
ラ
ス
な
ら

び
に
ӡ
స
ऀ
席
お
よ
び
ॿ
手

席
の
૭
Ψ
ラ
ス
へ
の
ண
৭
フ

ィ
ル
ム
な
ど
の
ష
（
ష


状
態
で
可
ࢹ
ޫ
ઢ
ಁ
過
率
70

％
ະ
ຬ
）、
ᶆ
マ
フ
ラ
ー
の

切
断
・
取
り
外
し
お
よ
び
૽

Ի

減
ػ
構
を
容
易
に
取
り

外
せ
る
な
ど
の
基
準
不
適
合

マ
フ
ラ
ー
の

ண
、
ᶇ
大
ܕ

՟
物
ࣗ
ಈ
ं
の

度

制


ஔ
の
取
り
外
し
、
解
除
ま
た

は
不
正
な
改

、変
更
な
ど

こ
れ
ら
と
あ
わ
せ
、
基
本

ഉ
除
項
目（
６
項
目
）と
し

て
、

前

ࠨ
の
周
ล
状
گ

を
確
認
す
る
た
め
の
鏡
、
ま

た
は
カ
メ
ラ
お
よ
び
ը
像
表

示

ஔ
の
取
り
外
し
、
前
໘

Ψ
ラ
ス
へ
の

০
板
の

ண

Ổ
Ổ
な
ど
の

止
に
取
り
組

む
。

労災発生状況
ް࿑省ʗ̒ʢ֬ఆʣ

優
秀
運
転
者
顕
彰

候
補
者
の
推
薦
を

全ト協

શ
࢈
業
ɾ
ࢮ

者

ա
ڈ
࠷
গ
ʹ
ݮ
গ

ӡۀ

死
亡
者
数
は
過
去
最
小
も

死
傷
者
数
は
４
年
連
続
増
加

ަ
௨
事
ނ
౷
ܭ

ܯ

ி
４
月
末
累
計

ࢮ

事
ނ
ɾ̎̕
ˋ
ݮ

事
業
༻

՟

ं

大型車は減少へ

不正改造車排除運動全ト協
̓年度̒

݄

ڧ
Խ
݄
間



ୈ1���号̎̌ ̎̑ ʢྩ̓ʣ̒ ݄��（ � ） ૯ 合

過去の問題の解説と
実践模擬問題

株式会社 輸送文研社〈柏林書房〉
TEL 03-3861-0291　FAX 03-3861-0295

定価  2,640 円（税込）

【貨物編】

●出題範囲の要点を法令ごとに収録
●過去の試験問題100問を徹底解説
●30問の実践模擬問題付

運行管理者試験テキスト

৽（
初
回
〜
５
回
目
）

に
お
け
る
ਃ

書
の

作
成
方
法
や
提
出
資

料
に
つ
い
て

հ
し

た
。
৽
規
、更
৽
・̖

̘
方
ࣜ
の
ਃ

受


は
̬
̴
̱
ਃ

シ
ス

テ
ム
で
ొ
録
を
行
っ

た
後
、
従
来
通
り
ධ

Ձ
項
目
ᶙ「
安
全
性

に
対
す
る
取
組
の
ੵ

ۃ
性
」
の
挙
ূ
資
料

の
提
出
が
必
要
と
な

る
た
め
、
૭
口（
東

ト
協
）へ
持
ࢀ
ま
た
は
༣
ૹ

す
る
。

更
৽
̗
・
̚
方
ࣜ
の
ਃ


受

は
̬
̴
̱
ਃ

シ
ス
テ

ム
で
の
ొ
録
の
み
で
完
ྃ
す

る
。
た
だ
し
、
̬
̴
̱
ਃ


シ
ス
テ
ム
で「
ਃ

」
Ϙ
タ

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

は
、
２
０
２
５
年
度「
引
越

事
業
ऀ
༏
良
認
定
制
度（
引

越
安
৺
マ
ー
ク
）」
に
つ
い

て
、７
月
14
日
〜
８
月
４
日

ま
で（
当
日
消
ҹ
༗
効
）、ਃ


の
受

を
行
う
。

こ
れ
に

い
、
ਃ

ϖ
ー

ジ
を
公
開
し
、５
月
19
日
か

ら
ਃ

書
類
の
൦

を
開
始

し
た
。৽
規
ਃ

の
場
合
は
、

全
ト
協
ϗ
ー
ム
ϖ
ー
ジ（
̝

̥
）か
ら
ਃ

書
類
を
ダ


ン
ϩ
ー
ド
す
る
。
更
৽
ਃ


の
事
業
ऀ
に
は
、５
月
中
旬

以
降
に
個
別
に
ૹ

ࡁ
み
。

ਃ

資
格
は
、
引
越
に
関

わ
る
全
て
の
事
業
ॴ
・
営
業

ళ
に
過
去
３
年
以

内
に
引
越

理
ऀ

ߨ
श
を
म
ྃ
し
た

ऀ
が
１
人
以
上
在
籍
し
て
い

る
こ
と
や
、
引
越
の
実
ӡ
ૹ

を
行
う
事
業
ॴ
が「
̜
マ
ー

ク
事
業
ॴ
」（
安
全
性
༏
良
事

業
ॴ
）で
あ
る
こ
と
、ま
た
は

別
途
定
め
る「
̜
マ
ー
ク
事

業
ॴ
」
に
準
ず
る
取
り
扱
い

東
京

ト
ラ

ッ
ク
協
会
は
５

月
22
・
23
日
、

東
ト
総
合
会
館

で
、同
月
2ÿ
日
、

ࡾ
多
ຎ
ࣗ
ಈ
ं

会
館
で
、
そ
れ

ぞ
れ
２
０
２
５

年
度
՟
物
ࣗ
ಈ

ं
ӡ
ૹ
事
業
安

全
性
ධ
Ձ
事
業

（
̜
マ
ー
ク
制

度
）の
ਃ

説
明
会
を
開
࠵

し
た（
写
真
は
多
ຎ
支
部
）。

説
明
会
で
は
、
２
０
２
３

年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
変

更

を
中
৺
に
説
明
。
従
来

の
受

૭
口
へ
の
持
ͪ
込

み
ਃ

か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ω

ッ
ト
に
よ
る
̬
̴
̱
ਃ

に

Ҡ
行
し
て
お
り
、
৽
規
・
更

ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
ਃ


受

完
ྃ
メ
ー
ル
が
ૹ
信

さ
れ
る
が
、
ૹ
信
に
は
数
日

か
か
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
ධ
Ձ
項
目

ᶗ
．「
安
全
性
に
対
す
る
法

令
の
९
守
状
گ
」に
お
い
て
、

を
行
う
৹
ࠪ
基
準
を
ຬ
た
し

て
い
る
こ
と
な
ど
、
４
つ
の

要
݅
を
全
て
ຬ
た
す
事
業
ऀ
。

ਃ

は「
引
越
α
ー
Ϗ
ス

名
称
」単
位
で
行
う
。

ਃ

料
は
、ਃ

事
業
ॴ・

営
業
ళ
数
が
１
〜
10
の
場
合

は
３
０
０
０
ԁ
、
11
〜
50
は

１
ສ
ԁ
、51
以
上
は
３
ສ
ԁ
。

̜
マ
ー
ク
認
定
が
ະ
取
ಘ

国

交
通
ল
は
、
令
和
７

年
度「
ࣗ
ಈ
ӡ
స
ト
ラ
ッ
ク

に
よ
る
װ
ઢ
輸
ૹ
の
社
会
実


に

け
た
実
ূ
事
業
」
の

公
ื
を
開
始
し
た
。
ਂ
刻
化

す
る
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
ό
ー

の
୲
い
手
不

の

解
消
や
、
物
流
効

率
化
を
進
め
る
た
め
、
ࣗ
ಈ

ӡ
స
ト
ラ
ッ
ク
を
活
用
し
た

װ
ઢ
輸
ૹ
α
ー
Ϗ
ス
の
ࣗ
ಈ

化
に
よ
る
、
物
流
の
効
率


国
交
ল
は

�
月
16
日
、

物
流
業
ք
の

人
手
不

や
輸
ૹ
効

率
の

上
を
目
的
と

し
た「
ࣗ
ಈ
物
流
ಓ

࿏
の
実

に

け
た

ί
ン
ι
ー
シ
ア
ム
」

を
設
ཱ
し
、
第
１
回

会
合
を
開
࠵
し
た
。

こ
の
ί
ン
ι
ー
シ
ア

ム
に
は
、
物
流
・
ӡ

輸
や
ݐ
設
、
̞
̩
・

テ
ク
ϊ
ϩ
ジ
ー
、
金

༥
な
ど
、
多
༷
な
業

種
か
ら
79
社
が
ࢀ
Ճ

し
て
い
る
。

ࣗ
ಈ
物
流
ಓ
࿏
の

実

に

け
た
ݕ
౼

で
、
こ
れ
に
準
じ
た
取
り
扱

い
に
よ
り
ਃ

す
る
場
合
、

特
例
৹
ࠪ
の
手
数
料
と
し
て

１
事
業
ॴ
当
た
り
５
０
０
ԁ

が
必
要
と
な
る
。

ਃ

方
法
は
、
信
書
便
や

書
ཹ
༣
便
な
ど
で
提
出
す
る
。

ৄ
ࡉ
は
、
全
ト
協
̝
̥
の

「
引
越
安
৺
マ
ー
ク
」
ϖ
ー

ジ
を
ࢀ
照
。６
月
16
日
以
降
、

同
ϖ
ー
ジ
で
ਃ

案
内
説
明

ಈ
ը
を

信
す
る
。

上
効
果
を
ݕ
ূ
し
、
ࣗ
ಈ
ӡ

స
物
流
の
社
会
実

の
ਪ
進

を
目
的
と
し
た
実
ূ
事
業
を

公
ื
し
て
い
る
。

高

ಓ
࿏
な
ど
を

行
す

る
ࣗ
ಈ
ӡ
స
ト
ラ
ッ
ク
を
活

用
し
、安
全
性
や
ӡ
行
体
制
、

シ
ス
テ
ム
の
༗
効
性
な
ど
を

ݕ
ূ
す
る
。
ิ
ॿ
の
対
象
ܦ

අ
は
、
ᶃ
ࣗ
ಈ
ӡ
స
ト
ラ
ッ

ク
の
ಋ
入
ܦ
අ（
ं

྆
ߪ
入
අ
、
Ս

අ

౼
テ
ー
マ
͝
と
に
Ϗ
ジ
ω
ス

Ϟ
デ
ル
分
Պ
会
、
オ
ϖ
レ
ー

シ
ἀ
ン
分
Պ
会
、
イ
ン
フ
ラ

分
Պ
会
の
３
分
Պ
会
を
構
成

し
、
こ
れ
ら
の
開
࠵
を
通
じ

て
、
ध
要
予
測
や
ऩ
支
見
通

し
の
シ
ϛ
ュ
レ
ー
シ
ἀ
ン
、

実
ূ
実
ݧ
な
ど
で
の
ݕ
ূ
項

目
に
つ
い
て
の
ٞ

、
ط
ଘ

の
ಓ
࿏
構

や
周
ล
環
境
を

౿
ま
え
た
ࣗ
ಈ
物
流
ಓ
࿏
の

具
体
的
な
ル
ー
ト
・
構

の

ٞ

な
ど
の
ݕ
౼
を
ਂ
め
て

い
く
。

ί
ン
ι
ー
シ
ア
ム
で
実


を
目
指
す
ࣗ
ಈ
物
流
ಓ
࿏

を
ଅ
進
す
る
た
め
、
ࣗ
ಈ
物

流
ಓ
࿏
の
ӡ
営
・
利
用
に
関

৺
が
あ
る
ऀ
、
要
ૉ
ٕ
ज़
の

保
༗
ऀ
な
ど
の
民
間
事
業
ऀ

が
公
的
ػ
関
と
情
報
ڞ
༗
・

意
見
交

を
行
い
、
Ϗ
ジ
ω

ス
Ϟ
デ
ル
、
オ
ϖ
レ
ー
シ
ἀ

ン
の
ٕ
ज़
的
な
実
ূ
、
ٕ
ज़

開
発
ଅ
進
方
策
、
イ
ン
フ
ラ


備
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い

て
ݕ
౼
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

ί
ン
ι
ー
シ
ア
ム
で
は
、

ࣗ
ಈ
物
流
ಓ
࿏
ݕ
౼
会
へ
の

提
ݴ
、
֤
分
Պ
会
で
の
ݕ
౼

状
گ
の
ڞ
༗
に
よ
る
全
体
最

適
化
、
ࣗ
ಈ
物
流
ಓ
࿏
ݕ
౼

会
で
の
ݕ
౼
状
گ
、
実
ূ
実

ݧ
等
の
結
果
な
ど
の
情
報
ڞ

༗
を
行
う
。

ま
た
、
ݕ

な
ど
）、ᶄ
ࣗ
ಈ
ӡ
స
か
ら
༗

人
ӡ
స
へ
の
切
り
ସ
え
拠


の

備
අ
用（
ࣗ
ಈ
ӡ
స
ト

ラ
ッ
ク
と
の
通
信
設
備
、
ற

ं
ス
ϖ
ー
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
ό

ー
ス
な
ど
）、ᶅ
ࣗ
ಈ
ӡ
స
ト

ラ
ッ
ク
の
活
用
に

う
必
要

な
物
流
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・

ӡ
用
ܦ
අ（
ԕ
ִ

呼
・


ं
シ
ス
テ
ム
な
ど
）。ิ
ॿ
率

は
、対
象
ܦ
අ
の
２
分
の
１
。

ิ
ॿ
対
象
事
業
ऀ
は
、
ࣗ
ಈ

は
、
ಓ
࿏
ۭ
間
に
物
流
専
用

の
ス
ϖ
ー
ス
を
設
け
、
ク
リ

ー
ン
Τ
ω
ル
Ϊ
ー
を
ి
源
と

す
る
無
人
化
・
ࣗ
ಈ
化
さ
れ

た
輸
ૹ
手
ஈ
に
よ
っ
て
՟
物

を
ӡ
ぶ
、
৽
た
な
物
流
シ
ス

テ
ム
。
こ
の
৽
た
な
物
流
シ

ス
テ
ム
の
構
ங
に
よ
り
、
ド

ラ
イ
ό
ー
不

な
ど
物
流
ة

ػ
へ
の
対
応
や
、
カ
ー
Ϙ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
輸
ૹ
の
ଅ

進
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
今
後
の
輸
ૹ
ྗ

ӡ
స
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
を
活

用
し
た
、
װ
ઢ
輸
ૹ
の
社
会

実

に
取
り
組
む
民
間
企
業

や
、
そ
れ
ら
の
民
間
企
業
な

ど
か
ら
な
る
協
ٞ
会
な
ど
。

応
ื
受

期
間
は
、６
月

20
日
17
時
ま
で

（
必
ண
）。
事
業
期

間
は
、
交

決
定
日
か
ら
来

年
２
月
27
日
ま
で
。

˜
問
い
合
わ
せ
ઌ
ử
国


交
通
ল
物
流
・
ࣗ
ಈ
ं
局
総

務
՝（
ὸ
03
・
５
２
５
３
・

８
５
６
３
）

の
不

を
౿
ま
え
、
２
０
２

７
年
度
ま
で
の
৽
東
名
高


ಓ
࿏
の
ݐ
設
中
۠
間（
৽
ਇ

野
̞
̘
〜
৽
ޚ
఼
場
̞
̘
）

で
の
実
ݧ
実
施
、
２
０
３
０

年

半
ば
ま
で
の
一
部
ӡ
用

開
始
を
目
指
し
て
い
る
。

国
交
ল
で
は
、
今
後
も
定

期
的
に
ݕ
౼
会
を
開
࠵
し
、

関
係
ऀ
と
の
意
見
交

を
行

い
、
ࣗ
ಈ
物
流
ಓ
࿏
の
実
ݱ

に

け
た
取
り
組
み
を
進
め

て
い
く
方

。

中
日
本
高

ಓ
࿏

（
̣
̚
̭
̘
̤
中
日

本
）は
６
月
１
日
、

੩
Ԭ
ݝ
内
の
２
か
ॴ

の「
ί
ω
ク
ト
Τ
リ

ア
東
名

দ
西
」（
東

名
高

ಓ
࿏
の

দ

西
イ
ン
タ
ー
ν
ェ
ン

ジ〈
̞
̘
〉ۙ

）と
、

「
ί
ω
ク
ト
Τ
リ
ア

੩
Ԭ
」（
国
ಓ
１
߸
Ԭ

部
ό
イ
パ
ス
Ԋ
い
）

を
、
৽
た
な
中
ܧ
輸

ૹ
拠

と
し
て
開
業

し
た
。
ӡ
営
は
、
ԕ

州
ト
ラ
ッ
ク
お
よ
び

マ
ー
Ω
ュ
リ
ー
と
の

࿈
ܞ
で
行
わ
れ
て
い

る
。

全
ト
協
は
、
昨
年
度
に
引

き
続
き
、
２
０
２
４
年
問
題

に
関
し
て
、
ト
ラ
ッ
ク
ӡ
ૹ

事
業
ऀ
の

対
応
状
گ

や
実
態
を

正
確
に

Ѳ
し
、
今
後
の
施

策
や
要
望
活
ಈ
な
ど
に
反
ө

す
る
た
め
、
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
や
改
正
改
ળ
基
準

告
示
の
९
守
状
گ
、
２
０
２

４
年
問
題
へ
の
対
応
策
な
ど

に
つ
い
て

確
認
す
る

た
め
、「
第

２
回
２
０
２
４
年
問
題
対
応

状
گ
ௐ
ࠪ
」
を
実
施
し
て
い

る
。

回

期
限
は
６
月
30
日
ま

で
。
ࠨ
記
の
二
次
ݩ
ί
ー
ド

か
ら
̬
̴
̱
ア
ン
ケ
ー
ト
フ

Ỽ
ー
ム
で
回

を
入
ྗ

す
る
。

長
ڑ
離
輸
ૹ
の
効
率
化

と
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
ό
ー

の
長
時
間
労
働
を
改
ળ
す
る

た
め
、
複
数
の
ド
ラ
イ
ό
ー

が
中
ܧ


で
分
୲
し
な
が

ら
長
ڑ
離
輸
ૹ
を
行
う
こ
と

で
、
１
人
当
た
り
の
ӡ
స
時

間
を

ॖ
し
つ
つ
、
効
率
的

な
՟
物
輸
ૹ
を
実
ݱ
す
る
も

の
。৽

設
さ
れ
た
ί
ω
ク
ト
Τ

リ
ア
は
、
中
ܧ
輸
ૹ
に
必
要

な
ト
レ
ー
ラ
・
ト
ラ
ク
タ
交


方
ࣜ
、
ス
ワ
ッ
ϓ
Ϙ
デ
ィ

交

方
ࣜ
、
ド
ラ
イ
ό
ー
交


方
ࣜ
を
実
施
で
き
る
ス
ϖ

ー
ス
を
持
つ
༗
意
義
な
施
設

と
な
っ
て
い
る
。

同
施
設
の
利
用
料
金（
１

利
用
１

当
た
り
）は
、「
ί

ω
ク
ト
Τ
リ
ア
東
名

দ

西
」で
６
０
０
ԁ
、「
ί
ω
ク

ト
Τ
リ
ア
੩
Ԭ
」
で
９
０
０

ԁ（
い
ず
れ
も
੫
別
）。
ܧ
続

利
用
を
想
定
し
た
月
会
අ
制

も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ొ
録


数
に
応
じ
て
料
金
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。
ొ
録

数
４


ま
で
４
０
０
０
ԁ
、５


以
上
８

目
ま
で
２
０
０
０

ԁ
、９

以
上
は
１
０
０
０

ԁ（
い
ず
れ
も
１

当
た
り
、

੫
別
）。

ਃ
し
込
み
な
ど
の
ৄ
ࡉ
は
、

ί
ω
ク
ト
Τ
リ
ア
公
ࣜ
̬
̴

̱
α
イ
ト（I

UUQT���DB�
I
BN
BN
BUTV�DPN

�

）

を
ࢀ
照
。

小
項
目
の


が
変
更
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

職
員

名

の
༷
ࣜ
を
変
更
し
、
全

て
の
選

ӡ
స
ऀ
を
記
載
し

て
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
挙
ূ
資
料
の
૭
口

へ
の
持
ࢀ
・
༣
ૹ
に
は
म
正

に
対
応
す
る
た
め
、
余
༟
を

も
っ
て
早
め
に
提
出
す
る
よ

う
呼
び
か
け
た
。

ਃ

受

期
間
は
７
月
１

日
〜
14
日
。「
̬
̴
̱
ਃ


シ
ス
テ
ム
」
の
Ք
働
は
７
月

14
日
ま
で
。
挙
ূ
書
類
の
提

出
も
、
૭
口
・
༣
ૹ
と
も
に

７
月
14
日
ま
で（
必
ண
）。

̎̌ ̎̐ 
ର応ঢ়گௐࠪ
ೋݩ࣍ίーυ

変
更
点
な
ど
中
心
に

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制
度

全

ト

協

２
０
２
５
年
度

ＮＥＸＣＯ
中 日 本 ２拠点中継輸送拠点が開業

「自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム」設立

東 ト 協
２０２５年度 Ｇマーク申請説明会

６月30日まで

官
民
連
携
で
物
流
革
新
へ

国交省

２
０
２
４
年
問
題

対
応
状
況
調
査

全ト協
第２回

６月１日

７
月
14
日
～
８
月
４
日

申
請
期
間

７
年
度

公

募

６
月
20
日
ま
で

自
動
運
転
ト
ラ
ッ
ク
社
会
実
装
へ
実
証
事
業
国
交
省
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祝
日
が
な
く

て
雨
が
多
く
、

少
々
う
っ
と
う

し
い
イ
メ
ー
ジ

の
６
月
は
「
水み

無な

月づ
き

」
と
も
呼
ば
れ
る
。

辞
典
を
引
く
と
、〈
陰
暦

六
月
の
異
称
〉
と
あ
る
。

だ
が
、
ど
う
し
て
梅
雨
を

抱
え
る
６
月
が
〝
水
の
無

い
月
〟
な
の
か
◆
『
日
本

語
源
大
辞
典
』（
小
学
館
）

で
は〈「
な
」は「
な
い
」の

意
に
意
識
さ
れ
て「
無
」の

字
が
あ
て
ら
れ
る
が
、
本

来
は
「
の
」
の
意
で
、「
水

の
月
」「
田
に
水
を
引
く

必
要
の
あ
る
月
」
の
意
で

あ
ろ
う
と
い
う
〉
と
説
明

し
て
い
る
◆
こ
の
時
期
の

雨
は
稲
が
実
を
結
ぶ
た
め

に
重
要
な
の
で
、
豊
作
を

願
う
人
々
の
思
い
が
「
水

無
月
」
と
い
う
名
に
込
め

ら
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。
確
か
に
６
月
は

雨
が
多
い
の
だ
◆
30
年
間

の
観
測
に
基
づ
く
気
象
庁

デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
東
京

で
降
水
日
数
が
最
も
多
い

月
は
６
月
で
11
・
６
日
。

次
い
で
９
月
の
11
・
０
日

だ
。
た
だ
、
東
京
で
一
番

降
水
確
率
の
高
い
日
は
63

・
３
％
の
10
月
１
日
で
、

以
下
は
60
・
０
％
の
９
月

16
・
24
日
、
56
・
７
％
の

６
月
30
日
・
７
月
４
日
と

続
く
◆
６
月
の
６
割
の
日

が
降
水
確
率
40
％
以
上
と

い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。「
水

の
月
」
と
は
い
え
、
昨
年

５
、
７
、
９
、
10
月
の
よ

う
な
大
雨
は
困
る
。
適
度

な
雨
と
日
照
を
願
う
。
今

年
は
特
に
、
米
が
豊
作
で

あ
っ
て
ほ
し
い
か
ら
。

　官製はがきに、①答え②あなたの郵便番
号・住所③会社名④氏名⑤年齢⑥本紙への
ご意見・ご要望を明記し、お送りください。
正解者の中から抽選で３名様に図書カード
（1,000円分）をプレゼント。
☆インターネットでのご応募も可能です。
　https://www.totokyo.or.jp/
☆�インターネット応募の場合、解答フォー
ムをご利用ください。東ト協ＨＰトップ
「会員の皆様へ」をクリックし、「東京都
トラック時報→」から「パズル＆クイズ
解答フォーム」へ。

●宛先（はがき応募の場合）
〒160‒0004��新宿区四谷３‒１‒８
（一社）東京都トラック協会
総務部広報・情報Ｇ「トラック時報」係

●締め切り
６月末日（正解は７月10日号に掲載）

★�５月10日号「クロスワードパズル」の正解は
「ドウブツエン（動物園）」でした。

応 募 方 法

マス目に出ている漢字
の読みを、矢印の方向に
（上から下、または左か
ら右に）埋めてください。
A～ Gに入った文字を
つないでできる言葉は
何でしょう？

漢字アロークロス

by 冴戒 椎也

箔
雲

玩具
巷

猛威
靄

本気
進化

羽織
有利

霧
刀

霞
石橋

仮眠
一癖

鮭
奇異

得
霰

粒
露

意味

色見本

売掛金

原子力

霜 霙

背脂

利器
難解

雹
修羅

雪 雷

雫

AA

DD

EE

BB

FF

GGFFEEDDCCBBAA

CC

GG

［解答欄］

い
今
月
中
旬
を
予
想
し
て
い
る
。

梅
雨
入
り
前
に
大
雨
と
な
る
日
も

あ
る
こ
と
か
ら
、梅
雨
入
り
を
待

６
月
に
突
入
し
、気
に
な
る
の
は

梅
雨
入
り
。
気
象
庁
は
５
月
16
日

頃
、九
州
南
部
の
梅
雨
入
り
を
発
表

し
た
。
１
９
５
５（
昭
和
30
）

年
の
統
計
開
始
以
来
、初
め
て

全
国
一
番
乗
り
の
梅
雨
入
り

と
な
っ
た
。
５
月
後
半
は
、
太

平
洋
高
気
圧
の
張
り
出
し
が

例
年
よ
り
強
ま
り
、
偏
西
風
が

平
年
に
比
べ
北
側
を
流
れ
て

板
写
真
を
研
究
し
、双
眼
鏡
の
レ
ン

ズ
を
流
用
し
た
カ
メ
ラ
を
完
成
さ
せ

て
い
る
。１
８
６
２（
文
久
２
）年
、彦

馬
は
日
本
初
の
商
業
写
真
館「
上
野

撮
影
局
」を
開
設
す
る
。当
時
の
撮
影

料
は
銀
二
分
。
決
し
て
安
く
は
な
か

っ
た
が
、多
く
の
人
々
が
集
ま
り
、営

業
写
真
館
は
前
途
洋
々
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
は
、家
族
の
肖
像
写
真
や

集
合
写
真
を
写
真
館
で
撮
っ
た
も
の

で
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
特
別
な
記

念
日
を
記
録
に
残
し
た
。

今
や
、写
真
は
カ
メ
ラ
の
普
及
に

よ
っ
て
、生
活
の
一
部
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
、銀
塩
フ
ィ
ル
ム
か
ら
デ

ジ
タ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、そ
の
普

及
は
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
遂
げ

た
。
誰
で
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
れ
ば

写
真
が
残
せ
、気
に
入
ら
な
け
れ
ば

消
去
も
で
き
る
。
そ
こ
に

は
、
便
利
さ
故
の
安
易
さ

が
見
え
隠
れ
す
る
。
改
め

て
写
真
を
撮
る
行
為
を
掘

り
下
げ
る
と
楽
し
さ
が
倍

増
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
た
た
め
、異
例
の
結
果
と
な
っ
た
。

一
方
、関
東
甲
信
越
は
、例
年
よ
り
遅 写真の日

た
ず
に
早
め
の
備
え
が
必
要
だ
。

さ
て
、６
月
の
記
念
日
を
見
る
と
、

「
父
の
日
」
は
定
番
だ
が
、「
環
境
の

日
」、「
傘
の
日
」、「
パ
フ
ェ
の
日
」な

ど
数
多
く
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で

１
日
の「
写
真
の
日
」
と
い
う
の
が

あ
る
。

１
８
４
１（
天
保
12
）
年
の
こ
の

日
、上
野
俊
之
丞
が
フ
ラ
ン
ス
で
発

明
さ
れ
た
ば
か
り
の
カ
メ
ラ
を
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
輸
入
し
、島
津
斉
彬
を

撮
影
し
た
日
を
１
９
５
１（
昭
和
26
）

年
に
日
本
写
真
協
会
が
制
定
し
た
。

し
か
し
、そ
の
後
の
研
究
で
実
際
の

日
は
も
う
少
し
後
だ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
、
正
し
く
は
１
８
５
７（
安
政

４
）
年
９
月
17
日
だ

っ
た
が
、
変
更
す
る

こ
と
な
く
同
日
を
記

念
日
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
俊
之
丞

の
息
子
の
彦
馬
が
湿

第154回

まちかど写真家 筑峯  総太

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業

〜
労
務
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

小
林  

弘
和（
社
会
保
険
労
務
士
）

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
所
長

小
林
小
林  

弘
和
弘
和（
社
会
保
険
労
務
士
）

（
社
会
保
険
労
務
士
）

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
所
長
所
長

小
林  

弘
和（
社
会
保
険
労
務
士
）

Ｎ
Ａ
Ｃ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
所
所
長

今
回
は
、
前
回
に
引
き
続

き
、「
問
題
社
員
」へ
の
対
応

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。

●「
問
題
社
員
」へ
の
対
応
策

の
基
本
―
服
務
規
律
と
懲
戒

「
問
題
社
員
」
へ
の
対
応

策
の
基
本
と
な
る
も
の
は
、

服
務
規
律
と
懲
戒
に
な
り
ま

す
。
そ
の
内
容
は
、
就
業
規

則
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
を
服
務
規
定
と
呼

び
ま
す
。
服
務
規
定
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
な
事
項
を

定
め
て
お
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。１

．
一
般
的
な
規
律
と
し

て
、
誠
実
に
職
務
を
遂
行
す

る
こ
と
、
会
社
・
上
司
の
指

示
命
令
に
従
う
こ
と
、
職
場

の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
等

２
．個
別
の
規
律
と
し
て
、

会
社
の
施
設
・
物
品
等
の
私

的
利
用
の
禁
止
、
職
務
に
関

し
て
私
的
な
利
益
を
図
る
こ

と
の
禁
止
、職
務
専
念
義
務
、

正
当
な
理
由
の
な
い
離
席
の

禁
止
、
会
社
の
名
誉
や
信
用

を
毀き

損そ
ん

す
る
こ
と
の
禁
止
、

守
秘
義
務
、
個
人
情
報
の
保

護
義
務
、
酒
気
帯
び
就
業
の

禁
止
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト（
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

な
ど
）の
禁
止
等

３
．勤
務
状
態
に
関
し
て
、

始
業
・
終
業
時
刻
を
正
し
く

記
録
す
る
こ
と
、
遅
刻
・
早

退
・
欠
勤
の
手
続
き
、
無
断

欠
勤
の
禁
止
等

会
社
は
、
企
業
秩
序
に
違

反
す
る
行
為
を
行
う
社
員
に

対
し
、
規
則
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
制
裁
処
分
と

し
て
の
懲
戒
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
よ
っ
て
、
服
務
規

律
違
反
に
対
す
る
懲
戒
に
つ

い
て
も
、
就
業
規
則
等
に
根

拠
規
定
を
定
め
、
そ
の
規
定

に
基
づ
き
処
分
を
行
う
こ
と

と
な
り
ま
す
。

具
体
的
な
懲
戒
の
種
類

は
、
一
般
的
に
次
の
よ
う
な

も
の
と
な
り
ま
す
。

①
戒
告

通
常
は
、
始
末
書
等
の
文

書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
な

く
、
単
に
将
来
を
戒
め
る
と

い
う
も
の
で
す
。
会
社
に
よ

っ
て
は
、
懲
戒
よ
り
軽
易
な

も
の
と
し
て
、
単
に
注
意
に

過
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
例
も

あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
口
頭

で
の
戒
告
や
注
意
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
場
合
は
、
記
録
が

残
ら
ず
、
後
に
争
い
と
な
っ

た
時
に
、
会
社
が
実
際
に
戒

告
や
注
意
を
行
っ
て
い
た

か
、
ま
た
行
っ
て
い
た
と
し

て
も
そ
の
頻
度
が
ど
の
程
度

で
あ
っ
た
の
か
が
問
題
と
な

る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
の

で
、
戒
告
や
注
意
を
行
う
場

合
に
お
い
て
も
、
必
ず
記
録

に
残
る
形
で
行
う
よ
う
に
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

②
譴け

ん

責せ
き

通
常
は
、
始
末
書
を
提
出

さ
せ
て
将
来
を
戒
め
る
と
い

う
も
の
で
す
。
な
お
、
当
該

社
員
本
人
が
始
末
書
を
提
出

し
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
さ

ら
に
懲
戒
を
す
る
こ
と
は
避

け
、
人
事
記
録
な
ど
に
記
載

し
て
お
く
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

③
減
給

賃
金
の
一
部
を
減
額
す
る

も
の
で
す
。
な
お
、
減
給
に

つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
第

91
条
に
よ
り
、

⑴
懲
戒
該
当
事
由
１
回
の

減
給
額
は
平
均
賃
金
の
半
額

以
下⑵

懲
戒
該
当
事
由
が
複
数

回
発
生
し
た
場
合
の
減
給
の

総
額
は
、
一
賃
金
支
払
期
間

の
賃
金
総
額
の
10
分
の
１
以

下（
た
だ
し
、
残
余
の
額
を

次
期
の
賃
金
額
か
ら
減
額
す

る
こ
と
は
可
能
）

と
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。
減

給
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
事

案
が
重
大
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
制
限
の
範
囲
内

で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

④
出
勤
停
止

社
員
の
就
労
を
一
定
期
間

禁
止
し
、
そ
の
間
の
賃
金
を

支
払
わ
な
い
こ
と
と
す
る
も

の
で
す
。
出
勤
停
止
期
間
の

長
さ
に
つ
い
て
は
法
令
上
の

制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、７

日
〜
14
日
程
度
と
す
る
例
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
重
大
な
服
務
規

律
違
反
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
１
か
月
程
度
を
上
限
と

し
て
お
い
た
方
が
よ
か
っ
た

と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す

が
、
過
度
に
長
期
間
を
定
め

る
と
、
民
法
第
90
条
の「
公

序
良
俗
違
反
」
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
、
無
効
と
判
断

さ
れ
る
リ
ス
ク
が
発
生
す
る

た
め
、
無
効
と
さ
れ
な
い
程

度
の
一
定
期
間
を
定
め
て
お

く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ

う
。

⑤
降
格
・
降
職

社
員
の
職
位
、
ま
た
は
職

能
資
格
を
引
き
下
げ
る
も
の

で
す
。

⑥
諭
旨
解
雇

退
職
を
勧
告
し
、
こ
れ
に

応
じ
な
い
場
合
は
懲
戒
解
雇

に
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

諭
旨
退
職
と
呼
ぶ
場
合
も
あ

り
ま
す
。

退
職
金
の
扱
い
に
つ
い
て

は
、
退
職
金
規
程
の
定
め
に

よ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

一
般
的
に
は
情
状
に
応
じ

て
、
一
部
ま
た
は
全
部
を
支

払
う
こ
と
と
し
て
い
る
例
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑦
懲
戒
解
雇

懲
戒
と
し
て
、
解
雇
す
る

こ
と
で
す
。
通
常
は
、
解
雇

予
告
や
解
雇
予
告
手
当
も
支

給
せ
ず
、
退
職
金
も
不
支
給

と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
解
雇
予
告
や
解

雇
予
告
手
当
の
支
給
な
し
に

解
雇
す
る
場
合
に
は
、
労
働

基
準
監
督
署
に「
解
雇
予
告

除
外
認
定
」を
提
出
し
、そ
の

認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
こ
の「
解
雇
予

告
除
外
認
定
」
は
、
認
定
を

受
け
る
ハ
ー
ド
ル
が
結
構
高

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
解
雇
予
告
除
外
認
定
」が

認
め
ら
れ
に
く
い
こ
と
を
前

提
に
考
え
る
と
、
少
な
く
と

も
30
日
前
に
解
雇
予
告
、
ま

た
は
30
日
分
以
上
の
解
雇
予

告
手
当
を
支
払
っ
て
の
即
時

解
雇
、
予
告
期
間
の
日
数
と

予
告
手
当
の
支
払
日
数
を
合

算
し
て
30
日
分
以
上
と
す
る

こ
と
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
際
、
会
社
は
金
銭
の

支
払
い
を
避
け
る
た
め
に
、

30
日
以
上
の
予
告
期
間
を
設

け
る
方
法
を
取
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
30

日
間
の
出
勤
期
間
に
、
当
該

社
員
が
周
囲
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
可
能
性
が
高
い
こ
と

や
、
在
籍
期
間
中
に
外
部
の

労
働
組
合
等
に
駆
け
込
む
な

ど
の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
30
日
分
の
解
雇
予
告
手

当
を
支
払
い
、
即
時
解
雇
と

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。な

お
、
解
雇
予
告
手
当
の

支
払
い
と
い
う
金
銭
の
受
け

渡
し
が
行
わ
れ
る
際
に
、「
契

約
解
除
確
認
書
」
と
し
て
、

「
雇
用
契
約
の
解
除
に
合
意

す
る
こ
と
」お
よ
び「
会
社
と

本
人
と
の
間
に
一
切
の
債
権

債
務
関
係
が
な
い
こ
と
」
を

確
認
す
る
文
書
を
交
わ
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
の

リ
ス
ク
を
小
さ
く
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
と
考
え
ま

す
。

「
問
題
社
員
」へ
の
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
❷


